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和歌山県では、人権施策を総合的かつ効果的に推進するための指針として、平
成 16 年に「和歌山県人権施策基本方針」を策定し、これまで平成 22 年と平成
27 年に改定を行い、様々な人権課題の解決に全力をあげて取り組んでまいりま
した。
しかしながら、依然として、いじめや女性への暴力、子供への虐待、職場に
おけるハラスメントなどの問題が発生するとともに、情報化の進展に伴いイン
ターネット上での人権侵害も多様化しています。
そこで、このような課題への対応を行うため、また、本県の働きかけが契機
となり制定された「部落差別の解消の推進に関する法律」等の新たな法令が施
行されたことなどを踏まえ、本基本方針の第三次改定を行いました。
本県といたしましては、現在及び将来の県民が人権という普遍的な文化が根付
いた平和で明るい社会の豊かさを等しく享受できるよう、本基本方針に基づき、
国、市町村と連携し、企業、団体との協働により人権施策を総合的に推進して
まいります。
また、このような社会を実現するためには、県民一人一人が日常生活の中で
人権尊重の精神を基本として自主的かつ積極的に活動することが何よりも大切
なことでありますので、県民の皆様の御協力をお願いいたします。
最後に、今回の基本方針の改定にあたり、熱心な御審議を賜りました和歌山
県人権施策推進審議会の委員の皆様をはじめ、貴重な御意見をいただきました
県民の皆様に心から感謝申し上げます。

令和２（2020）年３月

和歌山県知事　　仁　坂　吉　伸

人権という普遍的な文化が根付いた
平和で明るい社会の実現をめざして
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■ ■ ■　はじめに　■ ■ ■

１　基本方針の趣旨
人権とは、全ての人が生まれながらにもっている、人として幸せに生きていくために
必要な、誰からも侵されることのない権利です。全ての人の人権が尊重される豊かな社
会を実現するためには、自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、人
権を相互に尊重し合うことが必要です。また、その権利の行使には、当然責任を伴います。
本県では、このような社会の実現を図るため、平成 14年（2002 年）４月に「和歌山
県人権尊重の社会づくり条例」（以下「条例」という。）を施行しました。条例に基づき、
平成 16年（2004 年）８月に「和歌山県人権施策基本方針」（以下「基本方針」という。）
を策定し、平成 22 年（2010 年）２月、平成 27 年（2015 年）２月には改定を行い、
人権施策の総合的・効果的な推進に努めてきました。
しかし、依然として、女性や子供、高齢者、障害のある人等に対する人権侵害や同和
問題（部落差別）など、様々な人権問題が発生しています。
特に、い

（※）
じめや女性への暴力、子供への虐待といった問題が顕著になっています。ま

た、職
（※）

場におけるハラスメントなどの問題も多くなるとともに、平成 30年（2018 年）
６月に実施した人権に関する県民意識調査結果においても「働く人の人権」に対する関
心も高くなっています。さらに、スマートフォンやＳ

（※）
ＮＳ（ソーシャルネットワーキン

グサービス）の普及により、インターネット上での人権侵害が多様化しています。また、
災害時においては、避難所運営等で女性や高齢者、障害のある人などへの配慮に欠いた
事例が報告されています。
そのため、これまでの取組の成果や課題、法令・計画などの動きを踏まえ、基本方針
の改定を行いました。この基本方針に基づき人権行政を県政の重要な柱と位置づけて、
全ての人の人権が尊重される豊かな社会をめざして取り組んでいきます。

２　人権をめぐる国内外の動向

　（1）国際的動向　

20世紀において、人類は二度にわたる世界的な規模の戦争を経験し、世界各地で多
くの犠牲者を出す結果となりました。このことへの反省を込め、昭和 23年（1948…年）、
人権の確立を通じて平和な社会を築くため、国際連合（以下「国連」という。）総会に
おいて「世

（※）
界人権宣言」が採択されました。

その後、国連では、この世界人権宣言をより具体化し、各国の実施を義務づけるための
基本的、包括的な条約としての「国

（※）
際人権規約」のほか「あ

（※）
らゆる形態の人種差別の撤廃
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に関する国際条約｣（以下「人種差別撤廃条約」という。）、｢女
（※）

子に対するあらゆる形態の
差別の撤廃に関する条約」（以下「女子差別撤廃条約」という。）、｢児

（※）
童の権利に関する条

約｣ などを採択するとともに、「国際人権年」や「国際婦人年｣「国際児童年｣「国際障害者年」
などを通して、各国に人権確立への取組を呼びかけてきました。こうした取組にもかかわ
らず、東西冷戦構造の崩壊後も期待された世界平和は訪れず、むしろ、人種、民族、宗
教の違いなどから生じる対立によって地域紛争が多発し、世界各地での貧困・飢餓・難
民など深刻な人権問題が発生するなど、世界人権宣言の精神が薄らぐ懸念が生じてきま
した。
このような厳しい国際社会の状況を受けて、国連では平成７年（1995 年）から 10
年間を「人権教育のための国連 10年」と定め、全ての政府に対して、人権教育に積極
的に取り組むよう行動計画を示し、これにより、各国において国内行動計画の策定など、
様々な取組が進められてきました。
ところが、その取組によっても状況は好転せず、世界各地では地域紛争やテロにより、
多くの犠牲者が出ています。「平和のないところに人権は存在し得ない」「人権のないと
ころに平和は存在し得ない」という大きな教訓を得た国際社会ですが、今、再び「人権
の尊重が平和の基礎である」ということを、世界の共通の認識として再確認する機運が
高まりました。
このような中、国連では、平成 17 年（2005 年）からは、「人権教育のための国連
10年行動計画」を引き継ぎ、人権教育の推進を徹底させるための「人権教育のための
世界計画」の実施に取り組んでいます。また、平成 18年（2006 年）には「障

（※）
害者の

権利に関する条約」（以下「障害者権利条約」という。）を、平成 23年（2011 年）12
月には、世界中の全ての人が人権教育 ･人権研修を享受する権利をもつこと、そして国
や公共団体等はそのための諸条件を整備する義務を負うべきこと等を宣言した「人権教
育及び研修に関する国連宣言」を採択しました。
さらに、平成 27年（2015 年）９月には国連サミットで「持続可能な開発のための
２０３０アジェンダ」（Ｓ

（※）
ＤＧｓ）を採択しました。

　（2）国内の動向　
わが国においては、昭和 22年（1947 年）に基本的人権の尊重を基本原理とする「日
本国憲法」が施行され、昭和 31年（1956 年）には国連に加入して国際社会の仲間入
りを果たしました。そして、｢国際人権規約」をはじめ「人種差別撤廃条約｣ などの諸
条約を批准するとともに、国連が提唱する「国際人権年」など各種国際年について積極
的な取組を行いながら、国際的な人権保障の潮流に沿う方向で人権施策の充実・普及が
図られてきました。平成 26年（2014 年）１月には、障害者の人権の享有を確保し、及
び障害者の尊厳の尊重を推進することを目的とする「障害者権利条約」を批准しました。
また、わが国では、部落差別という深刻で重大な人権侵害が存在し、この問題の解決
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こそが人々を真に人権に目覚めさせ、これを確立する基になるとの考えから、長い年月
にわたる努力が積み重ねられてきました。特に、昭和 40年（1965 年）の「同和対策
審議会答申」に始まる特別対策は、わが国における人権確立への歩みの中で大変重要な
役割を果たし、この同和問題解決に向けての取組があらゆる差別の撤廃、人権問題の解
決へと向かわせたと言えます。
そして、平成８年（1996年）５月、「地域改善対策協議会意見具申」では、同和問題

に関する教育・啓発を、全ての人の人権を尊重していくための人権教育・啓発として発
展的に再構築すべきものとし、また、同和問題をわが国の人権問題における重要な柱と
捉え､ ｢人権教育のための国連10年」の施策の中でも差別意識の解消に努めるべきとの
方向が示されました。この流れの中で「人権擁護施策推進法」の制定や「『人権教育のた
めの国連 10年』に関する国内行動計画」の策定がなされ、その推進へとつながりました。
その後、「人権擁護施策推進法」により設置された「人権擁護推進審議会」では､ ｢人
権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合
的な推進に関する基本的事項」及び「人権が侵害された場合における被害者の救済に関
する施策の充実に関する基本的事項」の審議がなされ、国ではその答申に基づき、人権
教育・啓発に関する施策の総合的な推進と、人権侵害による被害を救済するための組織
体制の整備に取り組むこととしています。
人権教育・啓発に関する施策の推進については、国、地方公共団体及び国民の責務を
明らかにし、必要な措置を定めることを目的として、平成 12年（2000 年）12月には
「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行されました。これに基づき、平成
14年（2002 年）には「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定され、平成 23年（2011
年）には「北朝鮮当局による拉致問題等」が同計画に追加されました。
また、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い
ながら共生する社会の実現を目的に、平成 28年（2016 年）４月に「障

（※）
害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」という。）が施行されま
した。
さらに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏ま
え、平成 28年（2016 年）12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され
るとともに、人権侵害による被害を救済するための新たな制度が検討されているところ
です。
このほかにも、個別の人権関係法の施行や計画（資料編：人権関係年表参照）などに
より、様々な取組が積極的に進められています。

　（3）本県での取組　
本県においても、人権尊重の社会づくりに向けて先導的役割を果たしてきたのは、同
和問題解決への取組であり、同和問題の解決を県政の重要課題と位置づけて、市町村と
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ともに総合的・計画的に推進してきました。
昭和 23年（1948 年）には、国に先駆けて市町村が実施する地方改善事業に対する
補助制度を創設しました。
昭和 27年（1952 年）には、県議会議員による差別事件を契機として、差別の実態
や原因を正しく把握し、その解決のために積極的に取り組む人を育成しようとする方向
を取り始めました。
また同年、同和問題解決に向けた調査研究及び県諮問機関として「和歌山県同和問題
研究委員会」を設置し、実態を踏まえた取組を実施してきました。
昭和 31年（1956 年）には、同研究委員会を同和問題解決のための指導・実践を行
う機関として「和歌山県同和委員会」に発展的に改組し、「県民みんなの同和運動」を
提唱・展開してきました。
なお、同和問題解決に向けての教育・啓発の取組については、国の動向を受けて「『人
権教育のための国連 10年』和歌山県行動計画」として再構築し、従来よりその範囲を
広げながら、その内容に即した形で新しい取組を行ってきました。
また、女性や子供、高齢者、障害のある人等の人権問題についても、個別分野ごとに
計画を策定するなど、関係部局を中心に国や市町村、関係団体と連携しながら、それぞ
れの課題解決のため各種施策に取り組んできました。
そして、平成 14年（2002 年）には、人権行政のよりどころとなる「和歌山県人権
尊重の社会づくり条例」を施行し、同条例に基づき、人権行政の政策提言機能の充実を
図るため「和

（※）
歌山県人権施策推進審議会」を設置するとともに、平成 16年（2004 年）

には、「『人権教育のための国連 10年』和歌山県行動計画」を受け継ぐものとして「和
歌山県人権施策基本方針」を策定し、平成 22 年（2010 年）、平成 27 年（2015 年）
には改定を行い、年齢層や発達段階に応じた啓発や県民が主体的・能動的に参加できる
啓発の実施、企業等の自主的・主体的な人権に関する取組の支援等、人権施策の総合的・
効果的な推進に努めてきました。
また、人権文化の創造のため、人権に関する情報の収集・提供及び人権啓発活動等の
拠点として「公

（※）
益財団法人和歌山県人権啓発センター」（以下「人権啓発センター」とい

う。）を設置し、県民からの相談に対応するとともに、人権意識の高揚に努めてきました。
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■ ■ ■　第１章  基本的考え方　■ ■ ■   

１　人権施策の基本理念
本県の人権施策の基本理念は、条例がめざす、和歌山県に住み、働き、集い、学び、
活動する全ての人の人権が尊重される次のような社会を創造することです。そのため、
人権に関する教育・啓発、差別解消のための諸事業をはじめ、様々な分野における人権
施策を国及び市町村と連携し、県民、企業、団体との協働により総合的に推進します。

●全ての人が、互いに、人間としての尊厳を何よりも大切に認め合う社会

●一人一人が、それぞれの違いを認め合い、偏見をもたず、差別することなく、思い
やりをもって、共に生きる平和な社会

●人がその努力によって、自由に自己実現を図れる、公平な機会が保障された、希望
のもてる明るい社会

●全ての人が、自然を大切にする、豊かな心をいだく社会

２　基本方針の位置づけ
この基本方針は、条例に掲げる人権尊重の社会の実現をめざした施策を、総合的・計
画的に推進するため、各種施策の基本的方向を示しています。
本県が策定している既存の各種計画に基づき施策を行う場合、または今後新たに各種
計画を策定したり、既存の施策の見直しを行う際には、この基本方針の趣旨を尊重し、
整合性を図るものとします。
市町村に対しては、この基本方針の趣旨に沿いつつ、地域の特性に応じた幅広い各種
施策を行うよう働きかけます。
また、県民や企業、民間団体等に対しても、その生活や活動の中で、一人一人が人権
尊重の精神を基本として、自主的かつ積極的に取り組むよう働きかけます。
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■ ■ ■　第 2 章  人権施策の推進　■ ■ ■

１　人権尊重の視点に立った行政の推進
県行政は、県民一人一人の幸せ実現のため、自己実現や自立を支援し、そのための環
境を整えることを目的としています。したがって、県が行う全ての業務は、人権と関わ
っており、常に人権の尊重を念頭に置きつつ行われるべきです。
このため、人権尊重の視点に立った取組を全庁的に推進する専門部局である人権局を
中心に、各所属に配置した人権施策推進担当者と連携して、県行政におけるあらゆる分
野で、総合的な取組を推進します。
具体的には、人権の保障を基本においた施策や制度などの創設・運用に努めるととも
に、既存の施策や制度などの点検・見直しを行います。そのため、県民が意見を表明す
る機会を確保するなど、人権に関する実態の把握に努めるとともに、県民ニーズの県政
への反映に積極的に取り組みます。
また、各種申請等に対する公平な取扱いや迅速な処理、適正な情報公開の実施や個人
情報の保護など、人権を重んじた取組を推進します。
以上のような取組を推進するためには、職員一人一人が人権行政の担い手であることを

自覚し、人権意識の高揚に努めることが必要です。そのため、人権に関する職員研修の充
実に努めます。そして、職員の採用等にあっても、人権尊重の視点から適切に対処します。

２　人権教育・啓発の推進

　（1）人権教育・啓発の基本的方向　
人権尊重社会を実現するためには、県民一人一人が人権を自らの問題として捉え、人
権の意義や人権尊重、そして共に生きることの重要性について、理性及び感性の両面か
らの理解を深めるとともに、社会に現に生起している問題に対応できるような力を身に
付けることが大切です。そのため、人権教育・啓発の果たす役割は極めて重要です。
人権教育・啓発の手法については、「法の下の平等」「個人の尊重」といった人権一般
の普遍的な視点からのアプローチと、具体的な人権課題に即した個別的な視点からのア
プローチとの両方を組み合わせることが効果的です。また、対象者の年齢層・発達段階
に応じながら、日常生活の経験などを具体的に取り上げるなど、様々な創意工夫を凝ら
していくことが必要です。
このような認識のもと、人権教育・啓発の実施にあたっては、県民の理解と共感を得
られるような内容・方法等により、関係行政機関、企業、民間団体等と連携し、家庭・
学校・地域社会・職域などあらゆる場と機会を通じ、総合的な推進に努めます。
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　（2）人権教育の基本的な取組　
本県においては、同和教育に取り組むことで、同和問題解決への自覚を深めるととも
に、自分や他人の人権を尊重しようとする意識や態度を育むなど、多くの面で成果をあ
げてきました。
しかしながら、今なお、様々な人権問題が存在しており、人権尊重の理念についての
正しい理解やこれを実践する態度や行動がいまだ十分に定着していない面が見られます。
これらのことから、全ての人の尊厳が守られ、自己実現が図られるよう、人権及び人
権問題について理解を深め、人権が尊重される社会を築くための力を身に付けることを
めざした教育を、生涯学習の視点に立って推進します。

ア　家庭における人権教育
家庭における教育は、幼児期から豊かな情操や思いやり、いのちを大切にする心、

善悪の判断など人間形成の基礎を育むという点で、全ての教育の出発点となる重要な
ものです。
保護者がもっている人権感覚は、その態度や行動を通じて子供に伝わるものであり、

保護者自身が偏見をもたず、差別をしないことなどを日常生活を通じて自らの姿をも
って子供に示していくことが必要です。
このような認識のもと、関係行政機関や民間団体等と連携しながら、以下の取組を

推進します。
○　保護者と子供が共に人権感覚を身に付けられるような保護者の学習機会の充実や
情報の提供に努めます。

○　父親の家庭教育参加の促進、子育てに不安や悩みを抱える保護者等への相談体制
の充実など、家庭教育への支援を図ります。

イ　学校教育における人権教育
学校教育では、教育活動全体を通じて、幼児・児童・生徒・学生が社会生活を営む

うえで必要な知識・技能や態度を身に付けることを通じて人権尊重の精神を養ってい
く必要があります。
幼稚園・保育所等においては、身近な人と親しみ、関わりを深め、工夫したり、協

力したりして一緒に活動する楽しさを味わい、愛情や信頼感をもつことを通して幼児
に人権尊重の心の芽生えを培うことが必要です。
小・中・高等学校及び特

（※）
別支援学校においては、一人一人の違いを尊重しつつ、自

ら学び自ら考える力や豊かな心などの「生きる力」を育む中で、人権について理解を
深め、いのちを大切にすることや、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めるこ
とが態度や行動に現れるような実践力を育成することが必要です。
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また、大学等については、人権尊重の理念についての理解を更に深め、社会の中に
活かしていく力を開発することをめざした人権教育を一層促進することが必要です。
このような認識のもと、以下の取組を推進します。

○　学校における人権教育の指導計画の充実や指導方法等の工夫改善の取組を支援し
ます。

○　社会教育との連携を図りながら、社会奉仕体験活動や自然体験活動など多様な体
験活動や高齢者・障害のある人等との交流の機会の充実を図ります。

○　各学校が、人権尊重の視点に立った教育指導や学校運営に努めるとともに、養成・
採用・研修を通じて教職員の資質向上を図り、人権尊重の理念などについて、十分
な認識や指導力をもった人材の確保に努めます。

ウ　社会教育における人権教育
社会教育においては、生涯学習の振興のための各種施策を通じて、人権に関する学

習の一層の充実を図っていく必要があります。また、この人権に関する学習では、単
に人権問題を知識として学ぶだけではなく、日常生活において態度や行動に現れるよ
うな人権感覚を養っていくことが求められます。
このような認識のもと、以下の取組を推進します。

○　公民館などの社会教育施設を中心として、学校やＮ
（※）

ＰＯ等の民間団体との連携を
図りながら、人権に関する多様な学習機会の提供や、社会奉仕体験や自然体験など
多様な体験活動や高齢者・障害のある人等との交流の機会の充実を図ります。

○　人権に関する学習意欲を高めるための指導方法の研究・開発及びその普及に努めます。
○　地域社会における人権教育の推進体制の充実を図るため、指導者の養成及び、資
質の向上に努めます。

　（3）人権啓発の基本的な取組　
人権啓発は、県民一人一人が人権を尊重することの重要性や、人権を侵害された場合

に救済を受けるための制度がどのようになっているかなどについて正しく認識し、日常生
活の中でこれらの認識が態度や行動に確実に根付くようにすることを目的としており、そ
の内容や実施方法については、県民の理解と共感を得られるものであることが必要です。
このことから、内容的には、人権に関わる国内法令や国際条約などの基本的な知識
の習得を図る啓発や、自他の生命の尊さや他人との共生・共感の大切さを真に実感
できるような啓発、一人一人がそれぞれの違いを認め合い、尊重し合うことが大切
であることを訴えかける啓発が求められています。また、実施方法については、対
象者の理解度に応じたものとする必要があり、具体的な事例を活用した啓発、参加型・
体験型の啓発などが求められています。
本県においては、人権文化創造のための情報発信基地である人権啓発センターと
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連携し、人権尊重の精神が地域に広く定着するよう次のとおり、より一層効果的な
啓発活動を推進します。

ア　県民への啓発
○　県民全体の人権意識の高揚を図るため、人権啓発センターと連携するなどして、
人権に関する情報の収集や発信、啓発資料の作成、マスメディアを活用した啓発、
参加型・体験型による各種研修及び専門職員による人権相談業務などを通して県民
への啓発を総合的に実施していきます。

○　各人権課題について、民間団体等と連携しながら積極的に啓発に取り組みます。
○　国の地方機関や市町村等と連携して人権啓発活動を推進することとし、「和

（※）
歌山

県人権啓発活動ネットワーク協議会」による啓発活動の充実を図ります。

イ　企業等への啓発
企業等が社会的責任を果たす上で、人権が尊重される職場づくりや、環境及び個人

情報の保護など人権尊重の視点に立った活動を行うことが重要な課題です。しかし、
職場においては、ハラスメントや長時間労働、不当解雇や自主的な退職に追い込まれ
ること等が問題となっています。また、企業活動による環境への悪影響や個人情報の
漏洩などが問題になっています。
このような認識のもと、以下の取組を推進します。

○　企業等に対して、ハラスメント防止等に向けた取組をはじめとする人権が尊重さ
れる職場づくりや個人情報保護など、人権尊重の視点に立った企業活動の推進のた
め、計画的・継続的な研修実施を働きかけます。また、そのために必要な指導者養
成研修等の開催、啓発資料や情報の提供、研修講師の派遣などを行うことにより、
企業等の自主的・主体的な人権尊重の活動を支援します。

○　国・県・市町村等と連携・協力した人権啓発活動の取組を企業等に働きかけます。
○　企業等にハラスメント等の相談窓口の設置などを働きかけるとともに、国・県等
の相談機関の周知を図ります。

○　採用にあたっては公正な採用選考の確立を図り、就職の機会均等が図られるよう、
国と連携しながら啓発を推進します。

　（4）　特定職業従事者に対する教育・啓発の充実・強化　
人権教育や啓発を通じて県民の人権意識の高揚を図るためには、まず人権に関わりの
深い特定の職業に従事する者が自らの人権意識を高め、常に人権尊重の視点に立って職
務を遂行していくことが重要です。
このような認識のもと、以下の取組を推進します。
○　職場研修などの各種研修によって、行政職員 ･教職員 ･社会教育関係職員・警察
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職員・消防職員や医療・福祉関係職員などに対する人権教育・啓発のより一層の充
実・強化を図ります。

○　研修指導者の養成や研修に必要な情報の提供に努めます。

　（5）　人材の育成と調査・研究の推進　
県民が、様々な場において人権に関する学習・実践をしようとするとき、それを支援
するための人材の育成と調査・研究の推進が重要です。
このような認識のもと、以下の取組を推進します。
○　講師の派遣要請に応じるため講師団の充実に努めます。
○　人権教育・啓発が地域・職場等に浸透するよう、ＮＰＯ等の民間団体と連携を図
りながら指導者の育成に努めます。

○　現状の人権意識の調査・分析などを通して教育・啓発に関する手法や体系につい
ての研究を進め、それぞれの地域や理解度に応じた啓発や、マスメディアの活用な
ど効果的な人権教育・啓発に努めます。

３　相談・支援・救済の推進

　（1）相談・支援体制の充実・強化　
本県では、人権に関する様々な相談に対応するため、人権局、振興局及び人権啓発セ
ンターに相談窓口を設置しています。
また、個々の課題に関する相談については、女性や子供、高齢者、障害のある人、同
和問題（部落差別）に関する相談をはじめ、外国人の生活相談、感染症や難

（※）
病に関する

相談、警察安全相談など各種相談窓口を設置して対応しています。
さらに、市町村や社会福祉関係などの各種団体も関係の相談窓口を設け、それぞれ相
談を受け付けています。
しかし、人権意識の高まりなどによる相談件数の増加や内容の多様化・複雑化などに
より、相談・支援体制の充実強化や相談窓口に関する情報の提供が求められていること
から、以下のような取組を推進します。
○　県民が戸惑うことなく速やかに人権に関する相談ができるよう、相談・支援に関
する制度や、各種相談・支援機関の情報について積極的に周知を図ります。

○　人権を侵害された、または侵害されている被害者が、安心して相談ができるよう
に、相談者のプライバシーに配慮するとともに、相談の場所や時間、方法などを十
分考慮した、相談体制の充実を図ります。

○　県の各相談・支援機関が、人権に関する様々な相談に対して、迅速かつ適切に対
応できるよう、各相談員や関係職員に対し研修を行い、資質の向上に努めるととも
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に、「和
（※）

歌山県人権相談ネットワーク協議会」を通して各相談・支援機関の連携強
化を図ります。

○　多様化・複雑化する人権問題について個別の相談・支援機関だけでは相談・支援
を完結することは困難なため、国・市町村、弁護士会、ＮＰＯ等民間支援団体等と
の相互の連携・協力を図ります。

　（2）救済体制の整備　
現在、人権侵害に対する被害者の救済については、地方法務局及び人権擁護委員による

人権相談や人権侵犯事件の調査処理、最終的な紛争解決手段である裁判制度のほか、労働
問題、公害、配

（※）
偶者等からの暴力、児童、高齢者及び障

（※）
害のある人に対する虐待等の分

野においては裁判制度を補完する制度や被害者保護のための特別の仕組みがあります。
本県では、緊急に避難や保護を必要とする女性や子供、高齢者、障害のある人の一時
保護や自立支援等の取組を行っているほか、様々な人権侵害について各分野の相談機関
が専門的に対応し、救済を図っています。
なお、様々な分野の人権問題に関わる誹

ひ
謗
ぼう
、中

ちゅうしょう
傷、忌

き
避
ひ
、排除などの人権侵害事件

については、行政が主体的に取り組む必要があるとの認識のもと、市町村と連携しつつ、
事件に対応するための体制を整備し、行為者への啓発や話し合いへの仲介、あるいは被
害者への助言や情報提供などを行うことにより、救済の一助とすることとしています。
具体的には、原則としてその発生した区域の市町村が処理委員会を設置するなどして、
関係機関と連携を図りつつ、主体的にその解決に当たります。
また、特に問題性の大きなものや一市町村で対応が困難なものなど、広域的に取り組
む必要がある人権侵害事件については、県庁内に編成する処理対策会議が、第三者で構
成する「和

（※）
歌山県人権侵害事件対策委員会」から必要に応じて助言を受けながら解決に

努めます。
そして、人権局は、これら人権侵害事件の対応にあっては中心となって、県の人権問題
関係課室や関係機関との調整機能を果たすとともに、個別分野における救済機関等で対応
された事件を含めて総合的に把握し、人権教育・啓発への活用を図ることとしています。
しかしながら、以上のような既存の救済体制だけでは、現在の多様化・複雑化する人
権問題について、簡易、迅速、柔軟な対応や傷つけられた被害者の心を満たす真の意味
での被害者の救済とは言えないところがあり、行政による新たな救済体制を整備するこ
とが必要と考えられます。
このような認識のもと、人権擁護推進審議会が出した「人権救済制度の在り方につい
て（答申）」に基づく救済に必要な実効性のある法制度を早期に整備するよう国に対し
て要望するとともに、相談支援の強化等の人権侵害に対する救済手法の充実など、被害
者の視点からより有効な救済を図るよう一層取り組んでいきます。
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■ ■ ■　第 3 章  分野別施策の推進　■ ■ ■  

本章においては、「環境と人権」「情報と人権」「災害と人権」「女性の人権」「子供の人権」
「高齢者の人権」「障害のある人の人権」「同和問題（部落差別）」など、昨今の人権に関
わる重要課題を分野別施策として取り上げ、その課題解決のための施策の基本的方向を
示しています。これらの人権課題は、現実社会の中で互いに重なり合って存在しており、
このことを十分認識したうえで施策を実施していくものとします。

１　環境と人権

　（1）現状と課題　
近代における産業社会の発展は、暮らしに便利さを追い求める人々の欲求を背景に、利
益優先の生産活動とも相まって、大気汚染や水質汚濁など様々な公害や乱開発による自然
破壊を引き起こしました。こうした生活環境や自然環境の破壊を未然に防ぐことは、現在
及び将来の生命と健康を守るために大変重要です。
今日、環境問題は、特定の産業や企業の生産活動を原因として発生するものだけではな

く、大量生産・大量消費・大量廃棄という私たちの生活様式や社会経済システムそのもの
が原因となって発生する問題へと拡大しています。
そして、これらを原因とする温室効果ガスの増加による地球温暖化やフロンによるオゾ

ン層の破壊、ダイオキシン類などの化学物質問題、海洋プラスチック問題などは、地球的
規模で未来に影響を及ぼす重大な問題として認識されるようになっています。
国際的には、平成27年（2015年）に国連でＳＤＧｓが採択され、地球上の誰一人とし
て取り残さないことを誓う中で、特に、地球温暖化に対応するため、同年「国連気候変動
枠組条約締約国会議（ＣＯＰ）」において、先進国だけに温室効果ガスの削減を義務づけた
「京都議定書」に代わる「パリ協定」が採択され、令和2年（2020年）から世界中の多く
の国や地域が参加して、温室効果ガス削減目標の達成に向けて取り組むこととなりました。
国内にあっては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」や「気候変動適応法」、「エネ
ルギーの使用の合理化等に関する法律」、「循環型社会形成推進基本法」などの施行により
地球温暖化対策を実施しています。
また、本県における環境問題として、産業廃棄物の不適正な処理によって、土壌がダイ
オキシン類に汚染されるという問題が生じました。この問題に対して、有識者や地元住民
からなる対策協議会を立ち上げ、汚染された土壌の無害化処理を現地で行いました。な
お、現在は、太陽光発電施設用地として活用しています。
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　（2）基本的方向　
地球規模の環境の変化は、人間の生命や生活に大きな影響を及ぼすにも関わらず、地

球規模での人口増加や経済規模の拡大の中で、人間活動に伴う地球環境への負荷はます
ます増大しています。良い環境で暮らすことは人間の基本的権利であることから、次世
代に恵み豊かな自然・生活環境を残し、持続可能な社会の構築に取り組む必要があります。
本県では、平成９年（1997年）10月に「和歌山県環境基本条例」を、平成19年（2007年）

９月に「和歌山県地球温暖化対策条例」を施行するとともに、環境政策の基本方針となる
「和歌山県環境基本計画」に基づき、安全安心の確保を前提に、低炭素社会、循環型社会、
自然共生社会の構築を併せてめざすことで、持続可能な社会をめざし取り組んでいきます。

　（3）基本的な取組　
本県では、県民や企業等に対して、ア

（※）
イドリング・ストップ等のエコドライブの推進

や省エネ家電の普及等の省エネルギーの推進に向けた普及啓発を行うとともに、日照時
間が長い本県の特徴を活かした太陽光発電等の導入を促進します。さらに、二酸化炭素
の吸収源として重要な役割を担う森林について、間伐等の森林整備を推進するとともに、
「企

（※）
業の森」など、県民や企業等の多様な主体による森林保全活動を支援します。
かけがえのない地球の環境を守りお互いの生命と生活を守るためには、大気汚染や水質
汚濁、土壌汚染等から健康や生活環境を守るための取組はもとより、新しい社会経済シス
テムの再構築や一人一人の価値観・生活スタイルの転換が必要となっていることから、人権
尊重の視点に立った環境保全意識の向上と環境教育などにも積極的に取り組んでいきます。

２　情報と人権
　プライバシーの保護
　（1）現状と課題　
プライバシーの権利は、私生活上の情報を他人にみだりに取得・公表されない権利と
して理解されてきましたが、近年ではそれらに加え、氏名、生年月日など特定の個人を
識別できる情報（個人情報）を保有する者に対し、自らの個人情報の開示や訂正を求め
る権利 (自己情報コントロール権 )を含むものと理解されています。プライバシーの権
利は、国民一人一人に保障されるべき基本的人権の問題であることから、個人情報の保
護についても、同様に認識することが重要です。
近年、高度情報通信社会の急速な進展の中で、企業や行政機関などが保有する個人情
報が、大量に流出する事件が相次いで発生しています。
さらには、住民票の写しや企業が保有する顧客情報等の様々な個人情報が不正に取得
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され、売買されるという事件も発生しています。
国においては、平成 15年（2003 年）５月に「個人情報の保護に関する法律」等を
施行し、行政機関や企業に対して個人情報の適正な取扱いを義務づけています。また、
平成 19年（2007 年）には「住民基本台帳法」等が改正され、住民票の写し等の交付
については個人情報保護に留意した制度に再構築されました。

　（2）基本的方向　
本県では、個人情報の適正な取扱いを確保するための基本的事項や、県が保有する個
人情報の開示・訂正・利用停止を求める権利を定めた「和歌山県個人情報保護条例」を
平成 15 年（2003 年）7月から施行しています。また、県民が安心・信頼して行政サ
ービスを利用できるようにするとともに、継続的かつ安定的な行政事務の実施を確保す
るため、「和歌山県情報セキュリティ基本方針」などを定めています。これらの適正な
運用や遵守により、個人の権利利益の保護を今後一層図っていきます。
他方、平成 13年（2001 年）10月から「和歌山県情報公開条例」を施行し、県民の「知
る権利」の尊重に努めていますが、情報公開により個人の正当な権利利益を侵害するこ
とのないよう個人情報の適切な保護に努めます。

　（3）基本的な取組　
本県では、県民の個人情報を適正に取り扱うため、個人情報保護制度及び情報公
開制度に関する内部研修を行うとともに、情報セキュリティや情報漏えい防止のた
めの点検を実施するなどし、情報セキュリティの確保に努めます。
さらに、事業者に対しては、個人情報の保護について適切な措置を講ずることが
できるよう、意識の啓発その他必要な施策の推進に努めます。
また、住民票の写し等が不正な手段によって取得されるという事件が発生してい
ることから、「登

（※）
録型本人通知制度」など不正取得を未然に防止する取組を市町村と

連携し進めます。

　インターネット上の人権侵害
　（1）現状と課題　
インターネットの普及により情報の収集・発信の利便性は大きく向上しましたが、そ
の反面、匿名性を悪用し、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）やホームペ
ージ、ブ

（※）
ログ、電子掲示板に個人や集団等を誹

ひ
謗
ぼう
・中

ちゅうしょう
傷する表現や差別を助長する表

現が掲載されるなどの人権侵害が増加しています。
こうした状況を踏まえ、平成 14年（2002 年）５月には、インターネット上での情
報の流通によって権利の侵害があった場合、プ

（※）
ロバイダ等の責任範囲や発信者情報の開
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示を請求する権利を定めた「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者
情報の開示に関する法律」（以下「プロバイダ責任制限法」という。）が施行されました。
また、これにあわせてプロバイダ業界では、削除要請を受けた場合の対応や判断基準等を
まとめた「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を、平成19年
（2007年）２月には、発信者情報開示請求を受けた場合の対応や判断基準等をまとめた「プ
ロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」を定めるなどの取組も行われています。

　（2）基本的方向　
インターネット上の人権侵害に対しては被害の拡大防止に迅速に対応するととも
に、県民に対しても、インターネットを利用する際のルールやマナーに関する正し
い理解を深めるための教育・啓発に取り組みます。

　（3）基本的な取組　
本県では、関係機関と連携し、インターネット上での差別書き込みなどを早期に発見し、

対象者に対して指導等を実施するとともに、プロバイダ等への削除依頼に関する対応規程を
整備し、地方法務局や市町村等と連携し迅速に対応するなど、被害の拡大防止を図っています。
しかし、不特定多数の者への誹

ひ
謗
ぼう
・中

ちゅうしょう
傷等については、「プロバイダ責任制限法」の

対象にならないなどの課題もあり、有効な手段がとれない状況にあることを踏まえ、国
に対して、実効性のある法的措置を含め適切な対策が講じられるよう求めていきます。
また、インターネットの利用に際して、利用者一人一人がお互いの人権を尊重するこ
とについての理解を深めるとともに、情報の収集・管理・発信における遵守すべき情

（※）
報

モラルや情
（※）

報リテラシーを身につけられるよう教育・啓発を推進します。

３　災害と人権

　（1）現状と課題　
平成 23 年（2011 年）３月 11 日に発生した東日本大震災は、地震や津波の発生に
より多くの命を奪い、壊滅的な被害をもたらすなど未曾有の大災害となりました。また、
福島第一原子力発電所事故により、周辺住民の避難指示が出されるなど、未だに多くの
人々が避難生活を余儀なくされています。
このような中、避難所の運営等で女性や高齢者、障害のある人などへの配慮に欠いた
事例が報告されており、また、福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染等の風評
被害など、災害時における人権問題が顕在化しました。
本県においても、同年９月に起きた紀伊半島大水害において、多くの命が失われ、長
期間の避難所生活を余儀なくされた方が多数おられました。また、近い将来発生が懸念
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されている南海トラフ地震においても甚大な被害が起こりうると考えられております。
このため、災害時においても人権が十分に尊重されるよう取組を推進していく必要が
あります。

　（2）基本的方向　
本県では、県民、自

（※）
主防災組織、事業者、県及び市町村が相互に連携を図りながらそ

の責務と役割を果たすことを基本理念とし、災害から生命、身体及び財産を守るため、
平成 20年（2008 年）４月に「和歌山県防災対策推進条例」を施行しました。
災害時等においても県民一人一人が互いに人権への配慮ができるよう、人権尊重の視
点に立った防災対策を実施します。

　（3）基本的な取組　
本県では、平成 20 年（2008 年）６月に「和歌山県災害時要援護者支援マニュアル」
を、平成 25 年（2013 年）３月に「災害時要援護者避難支援ハンドブック」を、平
成 29 年（2017 年）３月に福祉避難所の開設・運営が円滑に行われるよう「福祉避
難所設置ガイドライン」を作成するなど、要

（※）
配慮者の避難支援に取り組んでいます。

それに加え、各市町村において避難所の運営に関するマニュアルの策定が進むよ
う、平成 20 年（2008 年）３月に策定した「市町村避難所運営マニュアル作成モデル」
を、災害等の教訓・経験を踏まえ随時改定しています。
また、防災に関する施策・方針や防災の現場に男女共同参画の視点を取り入れ、
防災分野への女性の参画推進に努めます。
引き続き、国及び市町村等と連携を図り、「災害からの犠牲者ゼロ」をめざし、防災・
減災対策に取り組んでいきます。

４　女性の人権

　（1）現状と課題　
男女は、人として平等であり、その人権は、性別にかかわらず尊重されなければなり
ません。
「日本国憲法」は、法の下の平等について規定し、政治的、経済的又は社会的関係に
おける性差別を禁止する（第 14条）とともに、家族関係における男女平等について明
文の規定を置いています（第 24条）。
女性と男性は違った身体的特徴がありますが、性別の違いを理由として、自らの能力や
個性を制限されたり否定されたりするものではありません。また、自らの意思で社会のあ
らゆる分野での活動に参画し、その能力を発揮できる機会も確保されなければなりません。
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昭和54年（1979年）に国連において採択され、昭和60年（1985年）に批准した「女
子差別撤廃条約」では、女性に対する差別が依然として存在していることを指摘したうえで、
男女の固定的な性別役割分担の是正や男女が共に育児に責任を負うことなどを求めています。
しかしながら、固定的な性別役割分担意識や制度のもとで、政策・方針決定過程への
女性の参画が妨げられる、就職や職場において男女間に格差がある、育児や介護の負担
が女性にかかるなどの問題が今なおあります。また、障害があること、地域で働き生活
する外国人であること、同和問題等に加え、女性であることで複合的に困難な状況に置
かれている場合があります。
また、配偶者等からの暴力、セ

（※）
クシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）、性犯罪、売買春、

ス
（※）

トーカー行為などの女性に対する重大な人権侵害が社会的な問題となっています。
こうした女性に対する暴力的行為の背景には、男性優位の意識や男女間の経済力の格
差などの社会意識や構造が存在します。
男女間の格差の是正や固定的な性別役割分担意識の解消を図り、男女が対等な社会の
構成員としてあらゆる分野の活動に参画する機会を確保するためには、男女が互いに人
権を尊重し、性別にかかわらず個性と能力を発揮することのできる男女共同参画社会を
実現する必要があります。

　（2）基本的方向　
女性の人権と尊厳が重んじられ、差別的な取扱いを受けず、個人として能力を発揮す
る機会が確保される社会を実現するために、女性であることを理由に社会における活動
が制約されることがないよう取り組みます。
本県では、平成 14年（2002 年）４月に「和歌山県男女共同参画推進条例」を施行し、
男女共同参画のための基本理念を定めるとともに、男女共同参画を総合的・計画的に推
進するため「和歌山県男女共同参画基本計画」を平成 15年（2003 年）３月に策定し、
その後随時改定を行いながら、男女共同参画や人権について啓発や教育を進めるととも
に、政策・方針決定過程や働く場、家庭における男女共同参画を推進することで、「元
気な和歌山」の実現に向けた取組を推進します。
女性に対する精神的暴力や身体的暴力は重大な人権侵害です。女性に対する暴力の根
絶に向け、相談支援体制の充実を図るとともに、積極的、厳正な対応をしていきます。
また、妊娠・出産期における健康支援など、女性の直面するライフサイクル上の様々
な課題に対する取組を推進します。

　（3）基本的な取組　
ア　元気な和歌山実現に向けた男女共同参画の推進
①　家庭や地域、職場などのあらゆる分野で、全ての男女が性別にかかわらず、それ
ぞれの個性と能力を発揮し、互いに支え合う社会づくりを進めます。
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男女共同参画社会への取組を通じ、一人一人の人権が尊重され、男女が共に生き
やすい地域社会の実現をめざします。

②　農林水産業や商工業等において、女性は、地域活動や生産・経営活動の中で男性
とともに責任や役割を果たしていますが、その責任や役割に見合った意見の反映が
十分になされていません。そのため、地域活動や生産・経営活動における方針決定
へ女性が参画できる環境づくりを推進します。

③　男女共同参画社会を築いていくためには、次世代を担う子供たちへの男女平等を
推進する教育が欠かせないものとなっています。
学校教育全体を通じ、人権尊重や男女平等について発達段階に応じた指導の充実

を図り、一人一人の個性や能力を尊重しながら、児童・生徒が主体的に学び、考え、
行動する姿勢を育むよう努めます。
また、親やこれから親になろうとする人が、男女共同参画の視点に立った家庭教

育ができるよう学習機会の提供に努めます。
さらに、主体的に考え、男女共同参画の視点で行動できる人材の育成を図るため、

学習機会の確保と内容の充実に努めるとともに、女性の社会参画を促進するための
支援に努めます。

④　男女共同参画に向けての環境を整えるために必要な取組を把握するため、調査・
研究し、その成果を県及び市町村の施策へ反映できるよう努めます。
また、男女共同参画について、県民が身近な問題として捉えることができるよう

に広報・啓発活動を進めるとともに、女性の人権に関する相談体制の充実に努めます。

イ　政策・方針決定過程での男女共同参画の促進
①　県の設置する審議会等への多様な立場の女性委員の登用が進むよう取り組みます。
　　また、女性職員の採用・登用等に努め、県の政策・方針決定過程への女性の参画
を促し、女性の意見を政策に反映しやすくします。

②　住民にとって身近な政策を決定する立場にある市町村の審議会等の政策・方針決
定過程への多様な立場の女性の参画が進むように市町村に協力を依頼するととも
に、市町村の政策・方針決定過程への男女共同参画の取組を支援します。

　　また、民間企業・団体等の方針決定過程への男女共同参画を促進するために、女
性が能力を発揮しやすい環境づくりのための情報提供や啓発を行います。

③　東日本大震災における避難所において女性用の物資が不足したり、授乳や着替え
のための場所がないなどの女性に対する配慮に欠けた事例や、防災分野への女性の
参画が少ない現状が内閣府の報告にも記載されています。

　　南海トラフ地震等の大規模災害に備えるためにも、防災に関する施策・方針をは
じめ、災害時の避難所運営や地域での自主防災活動などの防災の現場に男女共同参
画の視点を取り入れ、防災分野への女性の参画推進に努めます。
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ウ　働く場と家庭における男女共同参画の推進
①　雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保を図るために、「女性労働者が、
性別により差別されることなく、かつ母性が尊重されつつ充実した職業生活を営むこ
とができる」という「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す
る法律」（以下「男女雇用機会均等法」という。）の基本理念について労働者、事業者
双方に周知するとともに、国の関係機関等と連携しながら雇用実態の把握に努めます。
また、企業や団体における女性の活躍に向けた取組の充実・拡大を図るため、平

成 29年（2017 年）10月に発足した「女性活躍企業同盟」において、優れた取組
を行う企業や団体の顕彰、各種セミナー・交流会の開催など女性の能力が発揮でき
る環境づくりの取組を促進します。

②　起業や再就職等をめざす女性に対し、相談や情報提供等を通じた支援に努めます。
また、近年はパートタイム労働者、派遣労働者等非正規雇用が増加しており、就

業形態に応じた労働条件の向上が図られるよう、関係法規の周知や労働相談の充実
等の支援を行います。

③　「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（以
下「育児・介護休業法」という。）の周知を図るとともに、労働者が育児・介護休
業を取得しながら就業継続できる職場環境づくり、復帰しやすい職場環境づくりな
ど、仕事と子育て・介護の両立に向けた取組を進めます。

④　家庭、職場、地域、学校等が互いに連携しながら、子供を産み育てることができ
る環境を整備するため、保育サービスの充実やフ

（※）
ァミリーサポートセンターの設置

促進、子育て相談など子育て支援策を積極的に進めていきます。
⑤　ライフスタイルが多様化し女性の社会進出が進む今日でも、家事や育児、介護等
の家庭生活における責任の多くは、依然として女性により担われています。家庭生
活の責任は、男女双方が担うべきであるということを啓発します。

エ　女性に対するあらゆる暴力の根絶…
①　女性に対するあらゆる暴力の根絶のために、相談窓口の機能強化や相談機関の連
携を強化するなど相談体制の充実を図るとともに、「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律」などに基づき、配偶者等からの暴力的行為への厳正
な対応、被害者の保護や自立支援を行います。
また、中・高校生へのデ

（※）
ートＤＶ防止教育など若年期から予防のための取組を進めます。

②　セクシュアル・ハラスメントのない安心して働くことのできる職場づくりに向け
て、啓発や防止に向けた取組を行います。
学校や地域社会等、職場以外のあらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメント

の防止についても、「セクシュアル・ハラスメントは女性に対する人権侵害である」
ということを、あらゆる機会を捉えて、啓発を行います。
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また、県内事業所のモデルとなるよう県職員に対する研修を実施するなど、率先
した取組を進めます。

③　性犯罪やストーカー行為などの発生を防ぐ環境づくりと被害者である女性への配
慮ある対応を強化し、性犯罪対策を推進します。
また、県立医科大学附属病院内に設置している性暴力救援センター和歌山におい

て、性暴力被害者の相談を受け、心身の回復を図れるよう関係機関と連携して緊急
医療や心のケアなどの総合的な支援を行います。

④　女性に対する暴力を助長したり、連想させる表現や、過度の性的な表現が各種メ
ディアに多く存在する中、これらの表現が女性の人権を侵害したり、侵害するおそ
れのあることを周知・啓発します。

オ　男女が互いの性を尊重する意識づくり・健康づくり
①　男女の互いの性が尊重され、妊娠・出産をはじめ性と生殖に関し、男女それぞれ
の意見が尊重されることの重要性を啓発します。また、学童期から男女互いの人権
を尊重する意識づくりに努めるとともに、児童・生徒の発達段階に応じた適切な性
教育を実施し、妊娠や出産など性についての正しい知識の普及を図ります。

②　女性は妊娠・出産をする可能性があり、それらに起因する健康上の問題に直面し
ます。女性の健康をめぐる様々な問題について、相談体制を整備するとともに、女
性の生涯にわたる健康支援を行います。

５　子供の人権

　（1）現状と課題　
わが国では、昭和 22年（1947 年）に「児童福祉法」、昭和 26年（1951 年）には「児
童憲章」が制定され、全ての子供の幸福を図るために児童福祉施策が進められてきまし
た。しかし、永らく、子供は未熟な存在であり保護されるべき客体にすぎないと考えら
れてきました。
平成６年（1994年）「児童の権利に関する条約」が批准され、子供は大人と同じ権利の
行使主体であると同時に成長を保障されるべき権利を有すること、そのために必要かつ重要
な子供の最善の利益を確保するため、子供には意見表明権があることが明らかにされました。
こうした中、本県でもこれまで「紀州っ子健やかプラン」や「和歌山県子供・若者計画」
等を策定し、子供の人権が尊重され、健やかに生まれ育つため、育成環境の整備・支援
等の様々な施策に取り組んできました。
しかしながら、子供を取り巻く環境は依然として厳しく、子供の人権が十分に保障さ
れているとは言い難い状況にあります。
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児
（※）

童虐待については、平成 30 年度の本県児童相談所における児童虐待相談件数は
1,328 件で、過去最多となるなど、本県でも大きな問題となっています。その社会的背
景としては、核家族化の進行など家庭環境の変化や地域社会のつながりの希薄化などが
あげられ、子育て家庭が親族の援助を受けられなかったり、地域から孤立することによ
って子育てへの不安や負担が大きくなっていること、経済的不安定などにより親のスト
レスが増加するなど様々な要因が考えられます。一方、被虐待経験が少年非行などの問
題行動や将来の虐待行動につながる例も少なくないと言われています。児童虐待への取
組は重要な課題であり、本県では、平成 21年（2009 年）４月に「和歌山県子どもを
虐待から守る条例」に基づく「和歌山県子ども虐待防止基本計画」を策定、その後平成
26年（2014 年）10月と平成 31年（2019 年）４月に改定を行い、児童を虐待から守
るための総合的な対策に取り組んでいます。また、国においては、令和元年（2019 年）
６月に「児童福祉法」及び「児童虐待の防止等に関する法律」等が改正され、児童虐待
防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化及び関係機関間の
連携強化等の措置が講じられることとなりました。
子供の貧困については、親の経済的不安定などにより、子供の教育格差が生じたり、
健康で文化的な生活が送れなくなること、また、このような状態の世代間連鎖等が問題
となっています。このため、令和元年（2019 年）９月には、子供の貧困対策を総合的
に推進することを目的とした「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が改正施行され、
子供の現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現
するために、教育支援、生活支援、保護者に対する就労支援、経済的支援に取り組むこ
ととされています。本県においても、平成 29年（2017 年）３月に「和歌山県子供の
貧困対策推進計画」を策定し、子供の貧困に視点を置いた施策に取り組んでいます。
また、少年非行については、近年、低年齢化や凶悪化などをめぐって様々な議論がな
されています。少年非行を起こす子供については、育ってきた環境や抱えている問題は
様々であり一様に捉えることはできませんが、全体的な特徴として、規範意識や人との
コミュニケーション能力が低く、感情や行動をコントロールする力が弱いことが指摘さ
れています。また、自己肯定感が低く人との愛着関係の形成に支障が生じていることが
うかがわれ、これらが相互に関係しながら社会への不適応につながっているという考え
方があり、子供の人権という観点からもこの問題を捉えていく必要があります。
さらに、インターネットやスマートフォン・ＳＮＳ等の普及と利用者の拡大に伴った
児童買春や児童ポルノ等性的搾取の急増、薬物乱用の低年齢化、学校への不登校、体罰・
いじめ、「学級崩壊」と言われる現象やひ

（※）
きこもりなど、子供の人権を侵害する問題は様々

な形で現れています。
特に、性的搾取への規制強化としては、出会い系サイトの利用に起因した児童買春事件

等の犯罪が急増し、平成15年（2003年）９月に「インターネット異性紹介事業を利用し
て児童を誘引する行為の規制等に関する法律」（出会い系サイト規制法）が施行されました。
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その後、児童の被害者数は、一旦減少したものの、平成 18年（2006 年）には被害
児童数は再び増加に転じたことから、出会い系サイト事業者に対する規制等を強化する
ため、平成 20年（2008 年）12月に同法が改正施行され、その結果、出会い系サイト
を利用した児童買春事件等は減少しました。しかし、新たな課題として、ツイッターな
どＳＮＳを通じた犯罪被害が増加しております。また、平成 26年（2014 年）７月に「児
童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」が
施行され、児童に対する性的搾取の規制が強化されましたが、児童ポルノの規制では、
製造や提供、所持といった行為は禁止されているものの、児童ポルノ相当の自撮り画像
を要求する行為は規制されていません。そこで、平成 31年（2019 年）４月に「和歌
山県青少年健全育成条例」を改正施行し、児童ポルノ相当の自撮り画像を要求する行為
の禁止や対償供与など悪質行為者への罰則適用の規制を設けるとともに、被害防止のた
めの啓発に取り組んでいます。
また、コミュニティサイトやＳＮＳなどを利用した誹

ひ
謗
ぼう
中
ちゅう
傷
しょう
事案の増加、わいせつ画像

を含むアダルトサイトや自殺関連サイト等の有害サイトの乱立により、簡単にアクセスし、
個人情報を書き込んでトラブルになるなど、子供たちの被害は依然として多発しています。
このため、平成 30年（2018 年）２月に「青少年が安全に安心してインターネットを
利用できる環境の整備等に関する法律」（青少年インターネット環境整備法）が改正施行
され、事業者に対する義務が追加されました。これに伴い、平成 30年（2018年）４月
に「和歌山県青少年健全育成条例」を改正施行し、フ

（※）
ィルタリングの普及促進と保護者

等との連携による青少年のネ
（※）

ットモラルの向上のため、啓発活動等に取り組んでいます。
さらに、近年は、通学も就業もしていない若

（※）
年無業者やひきこもりなど社会生活

を円滑に営むことが困難な子供 ･ 若者が増加し、従来の個別分野における縦割り的
な対応では限界が生じています。
そのため、本県では、平成 24 年（2012 年）３月に「子ども ･ 若者育成支援推進法」
に基づく「和歌山県子ども ･ 若者計画」を策定、その後平成 29 年（2017 年）３月
に改定を行い、教育、福祉、保健、医療、矯正、更

（※）
生保護、雇用等の各分野の関係

機関の連携により、困難を有する子供 ･ 若者を含む全ての子供 ･ 若者の健やかな成
長と自立支援に取り組んでいるところです。
いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な
成長や人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、児童等の生命又は身体に重大な危
険を生じさせるおそれがあるものです。いじめが大きな社会問題化したことを受け、平
成 25年（2013 年）９月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、同年 10月には「い
じめの防止等のための基本的な方針」の策定により、いじめの防止等のための対策に関
する国の基本的な行動計画が示されました。本県では、いじめの防止等のための県の行
動計画を示した「和歌山県いじめ防止基本方針」を平成 26年（2014 年）３月に策定
しました。いじめは、人間の尊厳、人権に関わる深刻な問題であり、絶対に許されない
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行為です。また、子供は社会の財産であり、いじめにより辛く苦しい思いをしている子
供を一刻も早く救うために、学校の教職員だけではなく、保護者をはじめ県民一人一人
が真剣にこの問題と向き合い、社会総がかりで対応することが必要です。
家庭や地域、学校、また行政の取組において、子供の意見表明権を含む子供の参
加の権利を認め、尊重するという意識は、いまだ十分とはいえない状況です。子供は、
未来の社会を築いていく存在であると同時に、大人と同じく現在の社会を構成する
一員です。したがって、子供たちの意見を行政の諸分野においてどのように受けとめ、
対応していくかも課題の一つです。

　（2）基本的方向　
子供は大人と同じ人権の享有主体であり、一人の市民として尊重されなければならな
いことを当然の前提とし、全ての子供の人権が保障されるとともに、子供が自分に関わ
るあらゆることに関し自らの意見を表明し、参加する権利が尊重される社会環境づくり
を進めます。
また、全ての子供が性別、国籍、障害の有無、生まれた環境等にかかわらず、自らを
かけがえのない存在であると実感でき、自分の人権の大切さを知ることによってこそ、
他者の命の尊さや他人の人権を侵害してはならないという意識をもつことができると言
えます。このような認識のもと、子供の人権についての教育・啓発を進め、子供が主体
性をもって健やかに成長していけるよう、発達段階に応じた総合的な支援を図ります。
そして、子供の人権が侵害された場合には、速やかにその救済を図り、子供や家族の
支援に努めます。

　（3）基本的な取組　
ア　児童虐待などへの取組

児童虐待の問題に対しては、「児童福祉法」及び「児童虐待の防止等に関する法律」、
「和歌山県子どもを虐待から守る条例」に基づき、児童相談所（「子ども・女性・障害
者相談センター｣ 及び「紀南児童相談所」）を中心に市町村、関係機関、地域住民等
と協力し、発生予防から早期発見・早期対応・保護・支援へと切れ目のない支援に取
り組んでいきます。
①　児童虐待の発生予防に向けた県民意識の醸成を図ります。特に、体罰や暴言によ
る「しつけ」は児童の成長に悪影響を及ぼすものであることを広く周知し、体罰に
よらない育児について啓発を行います。また、子育て家庭に対する相談・支援体制
の充実を図るとともに、各相談・支援機関の周知についても推進します。

②　児童虐待に関して、保健・医療・教育・警察など関係機関からなる「要
（※）

保護児童
対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）」において、支援を要する児童
や家庭等に関する情報共有を徹底するよう働きかけます。
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さらに、支援を要する児童等に接する機会が多い関係機関からの児童虐待に関
する相談に対して助言・指導を行うとともに、関係機関との積極的な連携により、
児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応に努めます。また、児童虐待と思わ
れる事案を発見した際の通報の必要性についての周知・啓発についても推進し
ます。

③　児童虐待の対応について、児童相談所においては専門職員（児童福祉司・児童心
理司など）の充実を図り、児童虐待への早期対応、児童の一時保護及び保護者への
カウンセリングの充実に取り組みます。特に、子ども・女性・障害者相談センター
では専門職員に加えて警察職員や弁護士を引き続き配置することにより、対応力の
強化を図ります。また、児童虐待へのより迅速な対応に向け警察との連携強化を図
るとともに、市町村と適切な役割分担のもと、的確な対応に努めます。

④　児童虐待や家庭崩壊等により、家庭で養育が受けられない児童に対する社会的養
護の充実のために、児童養護施設等でのケア形態の小規模化の推進やプライバシー
に配慮した生活空間の確保に努めます。
また、施設への苦情については、各施設の苦情処理要綱に基づき適切な問題解決

を図ります。なお、児
（※）

童福祉施設入所児童等に対する虐待を予防するため、児童の
権利擁護に対する意識の向上に努めます。

⑤　虐待等の不適切な養育により心に深い傷をもつ児童に対し、より家庭的な環境で
支援が行えるよう専門里親等里

（※）
親制度の普及、啓発や小

（※）
規模住居型児童養育事業（フ

ァミリーホーム）の推進を図ります。
⑥　児童養護施設等を退所する児童の生活を支援するため、児童が家庭へ復帰した後
の見守り体制の充実や、施設退所後に保護者等からの支援が受けられない児童や施
設での集団生活に馴染めず、家にも帰れない等様々な理由により居場所を失った
10代後半の子供たちのための支援に取り組みます。

イ　いじめなどへの取組
①　いじめの未然防止のためには、いじめを生まない豊かな心やよりよい人間関係を構
築する能力を育成することが重要であることから、教育活動全体を通じて道徳教育の
充実を図るとともに、自他の大切さを認めることができる人権教育の充実を図ります。
②　いじめアンケートや個人面談を実施し、子供が発する小さなサインを発見する体
制を整えます。また、「いじめ問題対応マニュアル」、「いじめ問題対応ハンドブック」
等を活用するとともに、ス

（※）
クールカウンセラー等の専門家による校内研修の実施等

の取組を進めます。さらに、警察、青少年センター、児童相談所等関係機関と緊密
に連携して、いじめ問題への対応を進めます。

③　県民の要請に基づく講師派遣等を通じて、インターネット上の情報モラルや情報
リテラシーに関する広報・啓発活動を図ります。
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また、教職員を対象にインターネット上の情報モラルや情報リテラシーに関する
研修を実施するなどして、教職員の資質や指導力の向上を図ります。

④　校内暴力やいじめ、不登校等の解決や薬物依存等の防止・救済のため、学校への
スクールカウンセラーやス

（※）
クールソーシャルワーカー等の配置を進め、また電話相

談等による教育相談体制の充実を図ります。

ウ　子育てしやすい環境づくり
乳幼児期は、母親や父親など特定の人に対し、人間への基本的信頼関係と愛の感情

を育てていく基礎となる強い愛着関係を形成するとともに、複数の人々との関わりを
通じて情緒を発達させ人格を形成していく時期です。このため、乳幼児時期における
子育てしやすい環境づくりに取り組みます。
①　育児に不安や悩みをもつ親が増えていることから、親子が集う場の確保、子育て
ボランティアや子育てサークル活動の促進など、地域全体で子育てを支援する環境
づくりを推進するとともに、子育てに関する様々な情報の提供を図ります。また、各
種相談機関の機能を強化させ、個々の相談により的確に応じる体制の充実を図ります。
②　病児・病後児保育などの多様な保育サービスや放課後対策の充実、会員間で相互
援助を行うファミリーサポートセンターの整備の促進など、育児と仕事の両立への
支援を図ります。

③　休日夜間急患センターにおける小児科の診療体制の充実や、小児科医が 24時間
常駐する病院の確保など、小児救急医療体制の整備を進めます。

④　企業の育児休業制度や短時間勤務制度の整備、看護休暇制度導入等、働きながら
子供を生み育てる職場環境づくりに向けた取組を進めます。

エ　社会生活を円滑に営むことが困難な子供 ･ 若者への支援
①　社会生活を円滑に営むことが困難な子供･若者を総合的に支援するため、教育、保健、
福祉、医療、矯正、更生保護、雇用等の支援機関のネットワークづくりを推進します。
②　若年無業者の職業的自立を支援する地

（※）
域若者サポートステーションと、「子ども・

若者育成支援推進法」上の子ども・若者総合相談センターを統合した若者サポートス
テーションＷｉｔｈＹｏｕにおいて、概ね15歳から39歳までの若者に関するあらゆ
る相談を受け付けるとともに、一人一人の課題を解決するためのカウンセリングやセ
ミナー型支援プログラムを提供し、円滑な社会生活が送れるように支援します。

オ　子供の健全な成長を促す環境づくりと子供の人権についての教育・啓発
学童期は後の成長の基礎となる多様な知識経験を蓄積する時期であり、また他

の人との相互関係の中で社会性を身に付けていきます。思春期は子供から大人に
成長していく移行期であり、自分らしさを模索する時期でもあります。このため、
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子供たちが主体性をもって健やかに成長していける環境づくりに取り組みます。
①　学校や地域において、子供の意見表明権と参加の権利が尊重されるよう教職
員、民

（※）
生委員・児童委員はもちろんのこと、県民に対し「児童の権利に関する条約」

など子供の人権についての教育・啓発活動を行います。
②　子供が命の大切さ、それぞれの個性の尊重及び自分と他人の人権の重要性に
ついて十分理解できるよう人権教育を充実させるとともに、一人一人の子供が
基礎的・基本的な学力を身に付けることができるよう少人数学級編制など学校
教育における人的物的条件の整備に努めます。

③　｢遊び｣ は、子供が他者とのかかわりや人間関係を学ぶ場であると同時に､ ｢遊
び｣ を通して自ら考える力や身体的能力を高める場でもあります｡ このため､ 様々
な自然体験活動の機会の充実に努めるとともに、地域の児童館､ 社会教育施設、学
校施設等の活用などにより、子供がのびのび遊べる場や交流の場の充実を図ります。

④　児童買春・性的いたずら等を含め、犯罪被害を受けた子供と家族の悩みや問
題に対して、警察における少年問題に関する専門組織である「少

（※）
年サポートセ

ンター」や、学校、児童相談所等関係機関が連携し支援活動を進めるとともに、
こうした犯罪の防止に努めます。

⑤　図書、インターネット等による有害情報などから子供を守るため、関係機関等
による環境浄化の取組を一層強化し、非行が芽生えない環境づくりを推進します。
インターネットの利用に起因する子供たちの犯罪被害を防止するため、「県政

おはなし講座」を開催し、インターネットの現状や知識の醸成及びマナーやモ
ラルの向上を図るとともに、保護者や教職員に対し、子供たちを取り巻く有害
環境の実態把握及び危機意識を高めることに努めます。
さらに、ネット上での犯罪関連情報や誹

ひ
謗
ぼう
中
ちゅう
傷
しょう
といった書き込みを早期に発

見対処するため、県、教育委員会、警察が一体となってネ
（※）

ットパトロールを実施
し、関係機関が連携して子供たちの犯罪被害やトラブルの未然防止に努めます。…
また、非行に陥ってしまった子供に対しては、社会適応能力を高め、社会的自
立を果たすため、本人や家族への支援に努めるとともに、このような子供たち
の更生が図られる社会意識の醸成に努めます。

⑥　子供の貧困対策については、教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労
の支援、経済的支援を４つの柱として取り組みます。
さらに、子供の生活状況、学習状況、支援制度の利用状況やニーズを把握する

とともに、子供の貧困対策に関する各施策や支援制度の検証を行うことで、子
供の貧困対策をより効果的に推進します。
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６　高齢者の人権

　（1）現状と課題　
わが国は、世界有数の長寿国となる一方、出生率の低下による少子化傾向も加わ
り、人口の高齢化は急速に進行し、本格的な少子・高齢社会を迎えています。
本県における高齢人口比率（全人口に占める 65 歳以上人口の割合）は、平成 12
年（2000 年）には 20.5％でしたが、平成 31 年（2019 年）には 32.0％となって
おり、近畿府県では最も高い比率です。特に山間過疎地域における高齢人口比率が
高く、今後も高齢化が進むことが予測されます。
超高齢社会を迎える中、高齢者をひとくくりにした偏見や固定観念、年齢制限等
による就業機会の不足や、年齢を重ねることによる高齢者自身の身体的・精神的変
化などにより、高齢者の経済的な自立や社会参画が困難となる場合があります。高
齢者の人権を確立するためには、一人一人の多様性を認め合い、全ての人が健康状
態や年齢に関わらず社会を構成する一員として尊重されなければなりません。そし
て、高齢者が培ってきた貴重な経験や知識を活かすことにより、社会に貢献できる
立場にあるということについて、高齢者自身の意識が高まるよう広報啓発に努める
とともに、高齢者が家庭・地域・職場等の日常生活において、存在感、充実感を得
られるような取組やバ

（※）
リアフリー化が必要です。

また、家族の介護力の低下や介護期間の長期化の傾向もあり、介護を必要とする高齢
者を抱える家族の心身の負担は、重くなりつつあります。加えて、高齢者に対する虐待
や介護放棄、財産・金銭面での権利侵害などの問題も指摘されています。こうしたこと
から、手助けが必要となった状態であっても、人としての誇りを保持し、適切な介護サ
ービスを受けられるなど、地域で安心して暮らし続けられるように、地域のみんなで支
え合う体制づくりをＮＰＯ等と連携しながら進めていく必要があります。

　（2）基本的方向　
本県においては、「高齢者が安心していきいきと暮らすことができる和歌山」の実

現をめざして策定した「わかやま長寿プラン」に基づき、次の方針により高齢者福祉
の向上や介護保険制度の円滑な実施に取り組みます。

○　高齢者の人権尊重と意識の啓発、生きがいや自立に通じる就労の機会の確保、ボ
ランティア活動等の地域社会活動への参画促進、生活環境の整備等、総合的に諸施
策を推進します。

○　介護サービスの充実、十分な情報提供と相談体制の確立、権利擁護制度の活用な
どを推進し、高齢者の人権に配慮した自立支援を促進します。
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　（3）基本的な取組　
ア　高齢者の人権尊重と意識の啓発
①　高齢者の人権に対する理解と長寿社会への対応について県民の関心を高めるた
め、様々な機会を通じて広報啓発に努めます。

②　高齢者はいきいきと暮らし、社会に貢献することを望まれているため、老人クラ
ブ等における人権学習や啓発活動への取組を推進し、高齢者自身が人権意識を高め
られるよう努めます。

イ　高齢者の人権を尊重したサービスの推進
①　高齢者福祉施設や介護サービス事業所で働く人たちは、専門的な知識や技術とあ
わせて、高い倫理観が必要です。そのため、高齢者の人権尊重やプライバシーの保
護についての研修を積極的に行うよう指導するなど、介護支援専門員（ケアマネジ
ャー）や社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー等の資質の向上を図ります。

②　施設においては、入居者のプライバシーに配慮した居住空間の確保や、サービス
の向上のためユ

（※）
ニット型施設の整備を促進します。

ウ　十分な情報提供と相談体制の充実
①　高齢者とその家族がいつでも必要な時に、適切なサービスを選択できるように、
サービス事業所等のわかりやすい情報提供に努めます。

②　当事者間では解決困難な福祉サービスに関する苦情等に対しても、相談、調査、
あっせん等を行う体制を整備し、適切な苦情解決体制の充実を図ります。

エ　認知症高齢者に対する総合的な施策の推進
①　判断能力が不十分なことにより日常生活に不安のある高齢者の生活を支援するた
め、福祉サービスの利用援助や金銭管理の援助等を行うとともに、成

（※）
年後見制度の

利用を促進します。
②　認知症に対する正しい理解を促進するとともに、適切な介護についての知識や技
術の普及啓発に努めます。

③　認知症高齢者を介護している家族支援のため、電話相談窓口を開設するとともに、
交流集会の開催を促進します。

④　認知症の早期発見・早期診断に向けた認知症サポート医の養成や、かかりつけ医
への対応力の向上研修等、地域医療支援を促進します。

⑤　認知症高齢者とその家族を地域で支えていくため、医療・介護・福祉だけでなく
地域の住民を含めた総合的な支援体制の構築を促進します。

⑥　認知症高齢者が、家庭的な環境の中で、より安心して生活できるグ
（※）

ループホーム
　　　の整備を促進します。
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オ　高齢者の権利擁護のための取組
①　高

（※）
齢者虐待への対応に第一義的な責任をもつ市町村や地

（※）
域包括支援センターにお

いて適切な対応ができるように、県が策定した「高齢者虐待対応マニュアル」に基
づき市町村職員等に研修会を開催し、対応力の向上を図ります。

②　市町村や地域包括支援センターにおける高齢者虐待への対応が困難な事例、市町
村における虐待防止ネットワークの構築、成年後見制度の手続等に関する様々な相
談に対応するため、弁護士や社会福祉士による適切な助言および支援を行います。

③　養介護施設従事者等に対し高齢者虐待を防止するための研修を実施します。
④　高齢者虐待の防止に関する啓発を広く住民に対して行うことにより、正しい知識
を普及し、予防や早期発見につなげます。

カ　高齢者を介護する家族への配慮
高齢者の虐待につながりやすい状況として、介護による身体的・精神的苦痛やストレス、
不安などが報告されています。高齢者を介護する家族が過重な負担を強いられることのな
いよう、介護保険、その他の高齢者保健福祉サービスの利用促進を図るとともに、家族介
護支援対策を推進し、家族や社会全体で高齢者の介護を支え合える環境づくりを進めます。

キ　高齢者の生きがい対策の推進
①　高齢者の知識や技能を意欲や能力に応じて地域社会で活かし、ボランティアなど
社会参加活動を通して、生きがいや健康づくりを推進する活動を促進します。

②　シルバー人材センターの拡充を促進するなど、高齢者が長年培ってきた豊富な知
識や経験、能力を活かせる就労機会の提供に努めます。

ク　地
（※）
域包括ケアシステムの推進とボランティア等による取組の推進

①　高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らすことができるように、地域住民やＮＰ
Ｏによる見守りや支え合いの自主的な活動を促進します。

②　見守り活動等を行うボランティアである地域見守り協力員や、見守り協力に係る
協定を締結している民間事業者による“さりげない見守り”活動を推進することで、
高齢者を支援し、温かく見守り合える地域づくりを進めます。

③　地域の実情にあった地域包括ケアシステムを推進できるよう、地域包括ケアや地域づ
くりにつながる様々な情報を収集し、市町村へ提供するなど、各地域の取組を促進します。

ケ　生活環境の整備
①　「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新法）
や ｢和歌山県福祉のまちづくり条例｣ 等に基づき、住宅、建築物、公共交通機関、
歩行空間等生活空間全体のバリアフリー化を促進し、全ての人が安心して生活でき
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る環境整備を進めます。
②　高齢者が安全かつ安心して生活することができるよう、福祉施策と住宅施策の連
携を図りながら、高齢者の日常生活に配慮した居住空間の整備を促進します。

７　障害のある人の人権

　（1）現状と課題　
わが国の障害者施策は、「完全参加と平等」をテーマとする昭和 56年（1981 年）の

「国際障害者年」を契機とし、「ノ
（※）

ーマライゼーション」と「リ
（※）

ハビリテーション」の理
念のもと、着実な推進が図られてきました。
平成５年（1993 年）に「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」に改められ、
障害者施策を総合的かつ計画的に推進すること等が明示されました。
また、平成16年（2004年）に同法が改正され、目的規定等に障害のある人の自立と社
会参加の支援等が明示されるとともに、基本的理念に障害を理由とする差別等の禁止が規
定されました。障害福祉サービスについては、平成15年（2003年）に障害のある人の自己
選択を尊重した利用契約に基づく支援費制度が導入され、平成18年（2006年）の「障害
者自立支援法」の施行により、身体障害、知的障害、精神障害の障害種別ごとに提供されて
いた障害福祉サービスについて一元的に市町村が提供する仕組みになりました。平成25年
（2013年）に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（「障
害者自立支援法」を一部改正し、改題。以下「障害者総合支援法」という。）では、一定の
難病の人が支援対象に加えられるとともに、障害があっても地域で安心して暮らせる社会を
構築するため、就労支援の強化や地域における支援体制の整備等の取組が進められています。
また、わが国は、平成 19年（2007 年）９月に「障害者権利条約」に署名し、障害
のある人の権利や尊厳を尊重するために、平成 23 年（2011 年）の「障害者基本法」
の改正や平成 25年（2013 年）の「障害者差別解消法」の成立など国内における法制
度の整備等を進め、平成 26 年（2014 年）１月に同条約を批准しました。同条約は、
障害のある人とない人が同じように生活するために必要とされる「合

（※）
理的配慮」を行わ

ないことは「障害を理由とする差別」に当たるとし、締約国が、障害を理由とするいか
なる差別もなしに、全ての障害のある人のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現す
ることを確保し促進するための措置をとること等を定めています。
さらに、障害のある人に対する虐待については、福祉施設や医療機関、家庭や就労先
など様々な場面で起こりうる課題であり、障害のある人の権利擁護のため家庭への支援
も含めきめ細かな対応が必要です。
こうしたことから、障害のある人が、地域で安心して暮らし、自身の希望する生活を
実現するためには、関係機関の連携協力のもと、障害それ自体や障害のある人への県民
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の理解を一層促進し、心理的な障壁を解消するとともに、障害のある人が自らの選択と
決定の下に社会のあらゆる活動に参画できる環境をつくることが必要です。

　（２）基本的方向　
本県においては、障害者施策の基本方針として、昭和57年（1982年）に「障害者

にかかる和歌山県長期行動計画」を策定し、平成６年（1994年）にその後継計画とし
て「紀の国障害者プラン」を策定しました。その後も、計画の策定・改定を進め、障害
のある人を取り巻く社会環境の変化に対応し、障害のある人の自立と社会参加に取り組
んできました。平成30年（2018年）には、障害者施策の更なる推進を図るため「紀の
国障害者プラン２０１８」を策定したところであり、地域における支援体制の整備や経
済的自立に向けた就労支援、障害や障害のある人への理解の促進等に取り組んでいます。
また、知的障害、精神障害、発

（※）
達障害、難病、高

（※）
次脳機能障害、盲ろう、重度心身

障害者その他の重複障害など、障害の特性が十分に知られていない障害や、外見から
は分かりにくい障害については、県民の更なる理解が必要です。
障害のある人もない人も社会の一員として互いに人権を尊重し合い、支え合って、

共に生きる「共生社会」を実現するため、次の方針により取り組みます。

○　障害のある人を取り巻く心理的な障壁を解消し、誰もが障害のある人に合理的な
配慮を行うことのできる社会を築くため、県民の障害に対する理解と認識を深める
ための啓発を一層推進し、心のバリアフリー化を進めます。
特に、精神障害、発達障害、高次脳機能障害及び難病の外見から理解されづらい

障害等については、県民の理解を深めるための取組を推進します。
○　「障害者差別解消法」を推進するため、障害者団体や様々な相談を受ける関係機
関等で構成する「和歌山県障害者差別解消支援地域協議会」を活用した取組を進め
るとともに、研修等の様々な機会を通して民間事業者や県民の関心と理解を深める
ための啓発を行います。
また、平成28年（2016年）４月に「障害を理由とする差別の解消を推進するため
の和歌山県職員対応要領」を策定し、県職員一人一人が適切な対応に取り組むととも
に、市町村においても、それぞれが策定した職員対応要領に基づく取組を促します。
○　全ての学校において、障害のある人の個々の特性を踏まえた十分な教育が受けら
れるような合理的配慮及び必要な支援が提供されることにより、障害のある人と障
害のない人が共に学ぶインクルーシブ教育システムの構築をめざし、障害のある幼
児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を行う特

（※）
別支

援教育のより一層の充実を図ります。
○　障害のある人が、地域で経済的に自立した生活を送ることができるよう、福祉、
教育、労働の各分野の連携を強化し、総合的な就労支援施策を推進します。
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○　障害のある人の地域生活を支えるため、どこに住んでいても必要なサービスを利
用できる体制の整備を進めるとともに、個々の障害のある人の多様なニーズに対応
するため、障害福祉サービス等の充実を図ります。

○　全ての人が自らの意思で自由に行動できるよう「どこでも、だれでも、自由に、
使いやすく」というユニバーサルデザインの観点から福祉のまちづくりを推進し、
生活空間等のバリアフリー化を進めます。
また、障害のある人が自ら社会に参画しようとする意欲の醸成と、それを容易に

する環境の整備を図ります。
○　ろう者とろう者以外の者が「言語」である手話を架け橋として心を通わせ合い、
互いを理解し、尊重し合う共生社会を実現するため、平成 29年（2017 年）12月
に「和歌山県手話言語条例」を施行し、手話の普及及び習得の機会の確保その他の
手話を使用しやすい環境の整備を推進するとともに、手話は「言語」であるという
ことに対する県民の理解を深めるための取組を進めます。

　（3）基本的な取組　
ア　障害に対する理解の促進
①　県民の友、テレビ、ラジオなどのあらゆる広報媒体を活用した広報啓発活動に取
り組むとともに、様々な障害の特性を理解し、障害のある人が困っている場面で積
極的にサポートを行う「あ

（※）
いサポート運動」を推進し、県民一人一人の理解を促進

します。また、外見から障害のあることが分かりづらい人が、援助や配慮を必要と
していることを周囲に伝えるヘルプマークの周知に取り組みます。

②　地域や学校などにおいて障害のある人とない人の交流及び共同学習の機会の拡大
に努め、相互理解が深まるよう取組を進めます。また、学校教育や社会教育におい
て教育・啓発活動を進めます。

③　公共サービス従事者をはじめ教育、福祉、医療・保健サービス等に従事している職員
について、障害のある人に対する理解の促進に主体的に取り組む必要があることを踏まえ、
職場をはじめ様々な場を通じて、それぞれの関係者に対する啓発や研修の充実を図りま
す。さらに、人権尊重を基本とした障害福祉サービス等の提供及び障害のある人の人権
擁護を推進するため、障害福祉サービス従事者等に対して、人権研修の充実を図ります。

イ　特別支援教育の充実
障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加をめざした取組の充実とともに、共生社

会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のため、特別支援教育の更なる充
実を図ります。
また、障害のある幼児児童生徒一人一人のニーズを把握し、適切な指導及び必要な

教育支援を乳幼児期から学校卒業まで一貫して行うため、特別支援学校などの専門機
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関が地域のセンター的な役割を果たすことができるよう体制の整備を行います。

ウ　就労支援
①　一般企業への就労促進や福祉施設の工

（※）
賃水準の向上を図るため、労働、保健、福

祉、教育等の関係機関が連携した支援体制を構築し、就労移行支援、就労継続支援
等の障害福祉サービスの充実や職業訓練の充実、障害者就業・生活支援センターや
障害者就労支援者（ジョブサポーター）による相談支援、官公需の促進等、障害の
ある人の就労支援策を総合的に推進します。
また、本県において、障害のある人が、その障害の特性に応じ能力を発揮して働くことで、
社会参加が図られるよう、県職員の雇用の促進と働きやすい環境づくりに取り組みます。
②　企業の障害者雇用に対して理解と関心を深め、促進するため、和歌山労働局や和

（※）

歌山障害者職業センター等と連携して企業等への広報・啓発活動を推進するととも
に、障

（※）
害者雇用率制度の周知や環境整備のための各種支援制度の広報、活用促進に

努めます。
また、企業等において障害を理由とした人権侵害を受けることのないよう、人権

啓発センター、労働等関係機関と連携し、啓発・広報、相談体制の充実を図ります。
③　障害のある生徒やその保護者の就労に対する意識の向上を図るため、啓発活動を
推進するとともに、教員、施設職員等支援者の障害者就労についての意識改革を促
進するため、就労支援の必要性や福祉施設の役割等についての研修等を実施します。

エ　障害のある人の権利擁護
①　障害のある人に対する虐待の防止及び早期発見のため、市

（※）
町村障害者虐待防止セ

ンター及び和
（※）

歌山県障害者権利擁護センターにおいて、通報受付による虐待の早期
発見・早期対応に努めるほか、本県では研修の実施による虐待防止に努めます。
また、指定障害福祉サービス事業者が、国の定める基準等に照らして事業を適正

に運営しているか、必要な調査、指導を実施するとともに、是正、改善すべき事項
がある場合には厳正に対処するとともに、県関係条例に基づく基準により人権擁護
推進員の配置を進め、福祉サービスの向上や虐待の防止に努めます。

②　市町村、関係団体、身体障害者相談員、知的障害者相談員等が受けた人権相談の
うち法律案件について弁護士による相談支援を実施するなど、人権擁護のための相
談体制の充実を図るとともに、成年後見制度の利用促進に努めるなど障害のある人
の権利擁護に向けた取組を進めます。

③　精神科入院患者の人権に配慮した医療の確保を図るため、入院患者の処遇等につ
いて、精神科病院に対しての実地指導や審査の充実を図るとともに、精神科病院が
取り組む人権擁護委員会の充実や精神障害者の人権を擁護する役割を担う精神保健
福祉士の増員など、精神障害のある人の人権擁護を促進します。
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オ　地域での自立生活支援
①　障害のある人が地域で自分らしさを活かして自立して生活できるよう支援するため、生
活の場となるグループホーム等の整備を進めるとともに、ホームヘルプサービス等の在宅
サービスの充実を促進します。また、市町村による外出のための移動支援等を促進します。
②　障害の早期発見や治療、機能回復訓練により、障害のある人に対する適切な保健
サービスの提供を進めます。また、保健、医療、福祉の連携による取組を進めます。

③　障害のある人が地域で安心して生活することができるよう市町村や地域自立支援
協議会等と連携して、重層的な相談支援体制の整備を進めるとともに、医療、福祉、
住まい、就労、教育等が包括的に確保された地域包括ケアシステムを構築し、障害
のある人のライフステージに対応した支援を実施します。

④　施設に入所している障害のある人や精神科病院に入院している人のうち退院可能
な人について、地域での生活への移行や継続を促進します。また、精神疾患や精神
障害をはじめとした障害についての県民の理解を深めるための啓発に取り組みます。
⑤　発達障害のある人に対して乳幼児期から成人期まで一貫した支援を行うため、和

（※）

歌山県発達障害者支援センターによる専門的な支援を充実するとともに、保健、医療、
福祉、教育、労働等の関係機関による総合的な支援ネットワークの構築に努めます。
また、発達障害のある人がどこに住んでいても必要な専門的支援を受けられるよ

う、和歌山県発達障害者支援センターの研修やコンサルティングにより、保健師や
教員等、発達障害に関わる支援者等の専門性を高めるとともに、地域で専門的支援
を行う中核的人材を育成します。

⑥　高次脳機能障害のある人が自立した生活を営むことができるよう、高次脳機能障
害支援普及事業拠点機関に支援コーディネーターを配置して専門的な相談支援を行
うとともに、関係機関との連携強化、支援手法等に関する研修及び県民の理解を促
進するための普及、啓発事業の実施等、高次脳機能障害のある人や家族に対する包
括的、総合的な支援を実施します。

カ　社会参加の環境づくり
①　ユニバーサルデザインの観点から、障害のある人もない人も誰もが、自由に行動
し安全で快適に生活できる福祉のまちづくりを推進するため、「和歌山県福祉のまち
づくり条例」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリ
アフリー新法）の趣旨の普及、啓発に努めるとともに、住宅、建築物、公共交通機関、
歩行空間等生活空間全体のバリアフリー化を計画的、総合的に推進します。実施に
あたっては、利用者である障害のある人の視点を重視した環境整備を進めます。
また、バリアフリー化された公共賃貸住宅の供給と長寿命化を図ります。

②　目や耳、手足に障害のある人をサポートする身
（※）

体障害者補助犬への理解を促進し、
大切なパートナーとしてよりよく暮らせる環境づくりを推進します。
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③　ＩＴ等を活用した情報のバリアフリー化の推進や様々なコミュニケーション手段
を確保し、情報・コミュニケーション支援体制の充実を図ります。

④　手話やろう者に対する県民の理解の促進や手話の習得の機会の確保など、手話を
使いやすい環境づくりを推進します。

⑤　障害のある人が、障害のない人と同じようにスポーツや文化活動を楽しむことが
できる機会を提供するため、各種スポーツ大会やスポーツ教室等を開催し、スポー
ツや文化芸術に親しめる環境を整備するとともに、それぞれの障害の特性に応じて
適切な指導ができるスポーツ指導員やボランティアの養成、確保に努めます。
また、多様な生涯学習の機会の充実を図るとともに、スポーツや文化活動等によ

り、障害のある人とない人が交流できる機会の拡大に努め相互理解を促進します。

８　同和問題（部落差別）

　（１）現状と課題　
昭和 40年（1965 年）の「同和対策審議会答申」は、その前文で「同和問題は人類
普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障され
た基本的人権に関わる課題である」とし、その早急な解決こそ「国の責務」であり、「国
民的課題」であると位置づけました。
この答申の理念に基づき、国において、昭和 44年（1969 年）に「同和対策事業特
別措置法」が制定され、その後 33年間、特別立法による同和対策事業が推進され幾多
の成果をあげてきました。
本県では、同和問題は、人々の差別意識だけではなく、同和地区住民の生活実態の低
位性などに具現されていることから、昭和 23年（1948 年）に、国に先駆けた独自施
策として「地方改善事業補助制度」を創設し、基本的人権の尊重と同和問題の一日も早
い解決をめざし、実態的差別と心理的差別の解消に努めてきました。
昭和44年（1969年）の「同和対策事業特別措置法」施行後はさらに、市町村をはじめ
県民と一致協力して総合的かつ計画的に同和対策を推進して、大きな成果を収めてきました。
特に、住環境整備については、国、県、市町村が一体となり、地域住民の理解と協力を得

ながら推進してきた結果、住宅、道路、下水排水路等の劣悪な状況は大きく改善されてきました。
また、教育や就労については、地域住民の生活基盤に関わる問題であるとの認識のも
と、積極的に取り組んできた結果、教育の機会均等や基礎学力の向上等について大きな
成果をあげるとともに、若年層の就労等にも一定の成果をあげてきました。
さらに、差別意識の解消に向けた啓発についても、｢県民みんなの同和運動｣ を展開
するなど社会教育とともに積極的に推進し、県民の同和問題に対する基本的理解と認識
は深まり、人権意識の高揚も進んできました。
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このように、同和問題は多くの人々の努力によって解決に向かってはいるものの、「依
然として我が国における重要な課題」であるとともに、教育、就労、産業等の面でなお
較差が存在しているなど、「現実の課題」として残されています。
また、企業等に対して不当な要求や不法な行為を行い、結果的に同和問題の解決を妨
げている「え

（※）
せ同和行為」も発生しています。

加えて、個人を誹
ひ
謗
ぼう
中
ちゅう
傷
しょう
する差別発言や、不動産取引等に関わって同和地区の所在

を調査したり行政機関へ問い合わせたりするなどの差別事件、匿名性と拡散性を特徴と
したインターネット上での差別書き込み等が発生しています。さらには、県民の中には、
結婚や不動産取引に際して今もなお誤った意識が見受けられます。
こういった背景もあり、平成 27年（2015 年）９月に、「『企業・団体等による部落
差別撤廃のための法律』の早期制定を求める意見書」が、和歌山県議会において採択さ
れ、国に対して要望が行われました。
さらに、法制度の早期制定の機運を高めるため、同年 11 月に、東京で、「人権課題
解決に向けた和歌山県集会」が開催されました。これらのことが契機となり、平成 28
年（2016 年）12 月に、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努
めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざした「部落差別の解消の推
進に関する法律」が制定されました。

　（2）基本的方向　
同和問題の早期解決を図るための特別対策は、大きな成果をあげ、概ねその目的が達
成されたとして、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」は、
平成 14年（2002 年）３月をもって失効しました。
しかしながら、同和行政は行政の責務として同和問題の早期解決に向け取り組んでき
たものであり、また、同和問題に関する人権侵害が今もなお発生していることから、そ
の解決をめざした取組を進めてまいります。
同和問題解決のための施策については、同和問題を人権問題という本質から捉え、今
日までの成果と現状を踏まえつつ、様々な課題に対し、人権尊重の視点に立った取組を
実施していきます。
そのため、社会構造や住民の意識が多様化している中で、地域により抱える問題も多
様化していることから、市町村が実施するそれぞれの地域ごとにその課題に応じたまち
づくりを支援していきます。
また、「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨も踏まえ、相談体制の充実に努
めるとともに、人権意識の高揚のための教育啓発活動に積極的に取り組みます。加えて、
インターネット上の人権侵害の防止にも取り組んでいきます。
しかし、教育啓発活動のみでは、人権侵害を防止することは難しく、悪質な差別など
の人権侵害には法的な規制や被害者の救済が必要です。
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このため、必要な法制度を早期に整備するよう国に求めるとともに、国や市町村と連
携し、人権侵害に対し迅速な対応を行うなど、被害者の視点に立った有効な救済を図る
よう一層取り組んでいきます。
あわせて、部落差別の解消をめざした県条例の制定についても検討していきます。

　（3）基本的な取組　
ア　教育・啓発の一層の推進
①　家庭は、同和問題を真剣に話し合える大切な学習の場であり、同和問題解決のカ
ギは家庭にあると言えます。今後とも広報紙やマスメディア等を活用し、情報の提
供を行うなど啓発活動を推進します。また、家庭教育に関する保護者の学習機会の
充実など支援に努めます。

②　学校教育では、人権尊重の精神を生活の中で生かせるよう、教職員の共通理解の
もと、発達段階に応じ教育活動全体を通じて計画的に人権教育を推進します。
また、教育の機会均等の観点から、修学支援の取組を推進するとともに、学力面

に課題のある子供に対しては、学校が家庭、地域と連携を図り、基礎的・基本的な
学力の定着と進路指導の充実に努めます。

③　社会教育などを通じて、県民の人権意識を高揚し、同和問題についての認識を深
めるための教育・啓発活動を推進します。
また、地域における指導者の育成を図るとともに、ＮＰＯ等と協働しながら住民が自

ら進んで学習活動に取り組めるよう、地域の実情に即した学習機会の充実に努めます。
④　職場の指導者の養成と資質の向上を図り、明るく働きやすい職場づくりが進めら
れるよう啓発に努めます。また、企業や各種団体において、同和問題についての理
解と認識を深めるための系統的、計画的、継続的な研修ができるよう指導に努める
とともに、えせ同和行為の根絶に向けても、粘り強い啓発活動に取り組みます。

⑤　性別・年齢・職業などが違う様々な人々が、お互いを尊重し合い、共に地域をつく
っていけるよう、様々な視点に配慮したきめ細かな啓発活動を展開するよう努めます。
⑥　県民の理解と認識が一層深められるよう、人権啓発センターや関係機関・団体等
が連携し、内容・手法等に創意工夫をした啓発活動を推進します。

イ　相談体制の充実
同和問題に関する相談に対応するため、人権局や振興局、人権啓発センター及び各市
町村に設置している相談窓口についての周知を行います。また、迅速かつ適切に対応で
きるよう、相談担当職員に対し研修を行い、資質向上に努め、相談体制の充実を図ります。

ウ　産業の振興・雇用の促進
①　企業等の自立意欲を高め、独自の生産、販売、サービス提供手法の開発や内容の
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質的向上など中小企業等の振興を図ります。
②　農林漁業については、農林漁家の経営安定を図るため、高品質化、省力化を図り
つつ、特に施設園芸の導入や経営の複合化を推進し、小規模農林漁家の自立経営に
向けた取組を支援します。

③　企業等に対して同和問題についての正しい理解と認識を深めるための啓発を行
い、本人の資質、能力に関係のない理由による不利益がないよう、就職の機会均等
を図ります。

エ　福祉・健康増進の充実
①　全ての人が自分のライフスタイルを選択することができ、明るく、幸せで、生き
がいをもって住み続けられる地域社会の形成のため、子育て支援をはじめ高齢者や
障害のある人への支援など、個々のニーズに応じた福祉サービスの充実に努めます。

②　少子高齢化を踏まえた健康増進についての普及・啓発や、生活習慣を重視した健
康づくりを総合的に推進し、地域住民の健康の保持及び増進に努めます。

③　隣保館については、同和問題の解決という本来の目的を踏まえたうえで、地域社
会全体の福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となるコミュニティセンタ
ーとしての役割が期待されており、その活動を支援します。

オ　生活環境等の整備
これまでの取組により、生活環境については大きく改善されてきたところですが、

今後においては全ての人が住み慣れた地域で、また、安全な生活環境の中で安心して
暮らせることが大切です。このため、市町村が行う、周辺地域と一体となった、住民
の主体的な参加による、今日的視点での課題意識に基づいた人権が尊重されるまちづ
くりを支援します。

カ　差別事象への対応と差別による被害者の救済　
①　差別事象が発生した場合は、市町村と連携しながら、被害者の立場に立った有効
な救済を図れるよう適切な解決に努めるとともに、行為者に対し正しい認識と理解
を深めるための啓発活動を行います。

②　インターネット上での差別書き込みに関するモニタリングを実施し、地方法務局
や市町村等と連携しながら迅速に対応し、被害の拡大防止を図ります。

③　人権侵害による被害者の救済を迅速に行うため、実効性のある法制度を早期に整
備するよう国に対して要望します。
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９　外国人の人権

　（1）現状と課題　
交通手段や情報通信技術の急速な進展により、人、モノ、情報の交流が国境を越えて
活発化し、社会、経済、文化の面において、国際的な相互依存の関係が深まる中、定住
する外国人は増加しています。
日本社会では、在日韓国・朝鮮人などに加えて、1980 年代以降、インドシナ３国な
どから難民として来た人々や国際結婚による定住者、また、アジア各地や中南米から来
日した外国人労働者などが増加し、民族、文化、宗教的にますます多様化の様相を呈し
ています。
本県の在留外国人数は令和元年（2019 年）６月末現在で 6,868 人であり、私たちは、
学校や職場だけではなく、地域社会における日常生活の様々な場面で、外国人と接する
機会があります。
平成７年（1995 年）に日本が批准した「人種差別撤廃条約」（翌年から日本国内に
おいて効力発生）では、人種的相違に基づく優越性のいかなる理論も科学的に誤りであ
ることを明記しており、また、「日本国憲法」が規定する基本的人権の保障は、権利の
性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、日本に在留している外国
人に対しても等しく及ぶものとされています。
しかし、文化の違いによる理解不足などから外国人に対する偏見や差別が生じていま
す。特に、日本と朝鮮半島をめぐる様々な歴史的経緯から、日本において永住者として
生活せざるを得なかったり、その後、様々な事情により引き続き日本に住み続けている
在日韓国・朝鮮人を対象とした誹

ひ
謗
ぼう
中
ちゅうしょう
傷や差別的な事案が見受けられます。平成 28年

（2016 年）６月には、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の
推進に関する法律」が施行され、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動（いわ
ゆるヘイトスピーチ）の解消をめざしています。
また、就労の場では、賃金や労働時間などの点で日本人に比べて不利な条件で雇用さ
れるなどの問題も起こっています。定住外国人の公務員への採用等に係る国籍要件や定
住外国人の地方参政権についても、様々な議論が行われています。
本県では、平成 10 年（1998 年）に「和

（※）
歌山県国際交流センター」を設置、また、

平成 15年（2003 年）に策定した「和歌山県国際化推進指針」に基づき、国際化社会
に対応した施策を推進するとともに、外国人に対する偏見や差別を解消するための教育・
啓発に努めているところです。今後も、同じ地域に暮らす住民であるとの視点から、外
国人も地域社会の一員として人権が尊重され安心して生活できる共生社会を構築してい
く必要があります。
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　（2）基本的方向　
国籍や民族に関わらず地域に暮らす住民の一人として外国人も人権及び基本的自由の
平等な享有又は行使が保障されているとの認識を深めるなど、国際化社会にふさわしい
人権意識を育むことが重要です。
また、日常生活では、外国人を特別視せずに、文化の違いを尊重するとともに、就労
の場においても、日本人と平等に扱われ、さらにその能力が十分に発揮されるなど、外
国人が偏見や差別を受けることなく、地域社会の一員として、いきいきと安心して生活
できる社会づくりも大切です。
こうした認識のもと、外国人の人権尊重のための教育・啓発活動や情報提供、相談事
業の充実など、外国人が安心して暮らせる環境づくりを、外国人からの意見を聴くとと
もに、民間団体等とも連携を図りながら推進します。
また、企業における外国人の適正な雇用を促進するとともに、幅広く県民の意見を県
政推進に活かしていく上で、定住外国人の意見を求めていく必要があります。…

　（3）基本的な取組　
ア　人権尊重のための教育・啓発活動の充実
①　文化の違いなどから生じる外国人に対する偏見や差別をなくすため、学校や行政・
各種団体が行う教育・学習や地域交流など、様々な機会を通じて互いの理解を深め
ます。さらに、在日韓国・朝鮮人を取り巻く歴史的経緯や環境について、正しい理
解と認識を深めるための教育・啓発に努めます。

②　外国人の人権が尊重される社会をつくるためには、一人一人が暮らしの中の問題
として身近なところから取り組むことが必要なことから、人権啓発センターなどに
おいて、セミナー、ワ

（※）
ークショップの開催や、講師の派遣など、関係団体等と連携

しながら啓発活動を展開します。

イ　情報提供、相談事業の充実
①　外国語による生活ガイドブックや情報誌の作成、道路標識や公共施設等での外国
語併記をさらに進めるとともに、外国語による施設の利用方法や交通アクセスの情
報提供に努めます。

②　地震や台風等の災害に関する情報について、緊急時だけでなく普段から在住外国
人への必要な情報の提供に努めます。特に、近い将来発生するといわれている南海
トラフ地震を想定し、和歌山県国際交流センター、各市町村と緊密に連携し、災害
発生時の迅速かつ効果的な情報提供に努めます。

③　和歌山県国際交流センターを拠点に、民間団体等と連携しながら、外国人への生
活に関する情報の提供に努めるとともに、日常生活における様々な問題に対して外
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国語による相談窓口の対応言語数の拡充や関係機関とのネットワークの形成を進め
るなど、相談事業の充実に努めます。

ウ　児童生徒の教育環境の整備
日本語指導が必要な外国人の児童生徒が通学する公立小中学校への指導者のきめ細

かな配置に努めるなど、外国人の児童生徒が安心して勉学に励むことができる環境づ
くりを進めます。
また、和歌山県立高等学校入学選抜において、日本語の理解が十分でなく、特別な

措置が必要と判断された外国人等の志願者に対して、配慮を行います。

エ　医療・保健、福祉等の充実
外国人が健康で安心して生活を送ることができるように、外国語に対応できる医療

機関の情報提供や緊急時の医療機関との連絡調整など、医療・保健について利用しや
すい環境、支援体制の整備を推進します。また、定住外国人が、福祉に関する相談を
行いやすい体制整備に努める一方、国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金の
未加入者とならないよう制度の周知に努めます。

オ　適正な雇用の促進
県内で仕事を求める外国人のために、労働局等関係機関と連携を図りながら相談体制

の充実に努める一方、民間企業において日本人と平等に扱われないなどの問題が生じな
いよう雇用主等に対する指導や啓発などを行うことにより、適正な雇用を促進します。

カ　定住外国人の意見の反映
①　幅広い県民の意見を県政推進に活かしていくためには、多様な文化的背景や考え方
をもつ定住外国人の意見も求める必要があるため、審議会等の委員の選任にあたって
は、審議会等の設置目的を踏まえ、定住外国人も含めた幅広い人材の登用に努めます。
②　県職員への採用について、これまでも国籍条項の見直しを行ってきたところです
が、今後も公務員の任用に関する基本原則を踏まえつつ、引き続き職務の内容と国
籍の必要性を検討し、適切に対処します。

10　感染症（ハンセン病、ＨＩＶ等）・難病患者等の人権

　（1）現状と課題　
現在、様々な感染症や難病等の病気を抱え暮らしている方々がおられ、患者や家族の
中には、治療等の負担だけでなく、病気に対する誤った知識や理解不足による偏見や差
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別を受けることがあり、肉体的、精神的な負担が大きくなっています。
ハ

（※）
ンセン病は、わが国では特殊な病気として扱われ、｢癩

らい
予防法」が明治 41年（1908

年）に施行されて以来、施設入所を強制する隔離政策がとられ、患者は行動や住居、職
業選択、学問、結婚の自由など人間としての基本的な権利を奪われてきました。さらに、
強い偏見や差別は患者だけでなく家族にまで及び、なかには患者が家族から絶縁される
という状況さえありました。この強制隔離政策は、その後治療薬ができた後も､ ｢らい
予防法」が廃止された平成８年（1996 年）まで続けられました。
このように、全国的に厳しい状況がある中、本県では昭和 32年（1957 年）ハンセ
ン病専門の相談所として設立した「和歌浦健康相談所」が中心となり、施設への隔離で
はなく患者と家族の立場に立った在宅療養を支援するなど、｢救らい県｣ としての取組
を進めてきました。
また、元患者らが長年の国の隔離政策が誤りであり、多大の被害を被ったとして提訴
した「らい予防法国家賠償請求訴訟」に対し、平成 13年（2001 年）５月、熊本地裁
で国の責任を認めた原告勝訴判決が下されました。これを契機として、同年6月には「ハ
ンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が、平成 21年（2009
年）４月には「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」がそれぞれ施行され、国並
びに都道府県が、患者、元患者の方々への謝罪を行い、これらの方々の名誉の回復と、
社会復帰のための施策を進めています。
さらに、ハンセン病の元患者の家族が、患者の隔離政策により、その家族も偏見や差
別の対象とされ、また、元患者との家族関係の形成を阻害されたとして提訴した「熊本
ハンセン病家族訴訟」に対し、令和元年（2019 年）６月、熊本地裁で国の賠償責任を
認めた判決が下されました。これを契機として、同年 11月には「ハンセン病元患者家
族に対する補償金の支給等に関する法律」等が施行され、元患者家族に対しても深くお
わびする旨が述べられています。
しかし、これまでの政策や病気に対する誤った知識により、いまだに偏見が存在して
います。また、療養所入所者の多くが、長い間の隔離により家族や親族との関係を絶た
れていたり、高齢化や病気が完治した後も障害が残っていることにより、療養所に残ら
ざるを得ず、社会復帰が非常に困難な状況におかれていたり、さらに、遺骨の里帰りの
問題等の課題も残っています。

Ｈ
（※）

ＩＶ感染者及びエ
（※）

イズ患者については、わが国では昭和 60年（1985 年）、安全対
策を怠った非加熱性血液製剤によるＨＩＶ感染被害である薬害事象によりエイズ患者の
存在が表面化しました。ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウィルス）は非常に感染しにくいウィル
スですが、当時、簡単に感染し、発病すれば必ず死亡するという誤った知識が広がり、
患者や感染者等への差別が発生しました。
近年、わが国においてもＨＩＶ感染者は横ばいの傾向にあり、感染原因については性
行為によるものが大部分を占めています。また、感染者の年齢構成では、20代から 40
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代までが多くを占めていることから考えると、若い世代からエイズの疾病概念や感染経
路、そして何よりもその予防法を正しく知ることが重要であると言えます。
現在ＨＩＶに対しては、免疫の低下を抑え、エイズの発症をくい止める抗ＨＩＶ薬が
効果をあげており、近い将来、特効薬やワクチンの発見も期待され、本県でも中核拠点
病院１か所及び拠点病院２か所を設置し医療体制の整備を進めています。しかしながら、
人目を気にしてエイズ相談や検査を受けにくかったり、職場に病名がもれ、差別を受け
たり、職場を追われてしまうことを恐れたりして、感染していることや患者であること
を隠さなければならないという状況があります。
また、近年の医療の進歩や衛生水準の向上により、コレラ、赤痢及び腸チフスなど多
くの感染症が克服されてきましたが、一方で新たな感染症の出現や既知の感染症の再興、
さらに、海外への渡航者の増加などによる輸入感染症等の問題もあります。
難病とは、原因がわからず、治療法も確立されておらず、生涯にわたって療養を必要
とする疾患をいいます。また、経済的な問題だけでなく、介護等に著しく労力を要する
ため家庭の負担が重く、精神的な負担が大きくなることもあります。難病は種類も多く
様々な特性があり、個人差があるため、一見して病気とわかるものもあれば、外見は全
く健康な人と変わらないこともあります。
就労については、難病患者の多くが、症状に支障のない範囲で働く意欲をもっていて
も、条件に合った就労の場を確保することが困難であり、また軽症の人や症状が回復し
た人で意欲があっても、治療や療養の制約があるため思うように働くことができず、安
定した収入のある仕事につけないこともあります。
また、難病に対する無理解により、心ない言葉をかけられたり、就労の機会が失われ
ることや、本人や家族が結婚差別を受けるということもあり、病気を周囲に隠して生き
ている人も少なくなく、これら差別や偏見の解消が課題となっています。
一方、平成 25年（2013 年）４月に施行された「障害者総合支援法」では、障害者
の範囲に難病等の方々が加わり、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認め
られた障害福祉サービス等の受給が可能となりました。
このように、様々な病気をめぐる状況は、その時代の医療水準や社会環境により変化
するものですが、これらの患者の方々の置かれている状況を踏まえ、患者の人権に配慮
した対応が求められています。

　（2）基本的方向　
ハンセン病やＨＩＶなどの感染症については、発生の予防と患者等の人権の尊重の両
立を基本とし、個人の意思や人権に配慮し、一人一人が安心して社会生活を続けながら、
良質かつ適切な医療を受けられ、また、入院等の措置がとられた場合には、早期に社会
に復帰できるような環境の整備に努めることが必要です。
難病については、患者等それぞれの人権が尊重され、安心して社会生活に参加できる
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環境整備のほか、必要な医療の提供、さらには疾患の克服をめざした研究を推進するこ
とも必要となってきます。
このような観点から、ハンセン病やＨＩＶ、難病などに関する正しい知識の普及啓発
により偏見や差別を解消するとともに、適切な医療の確保と患者や家族への支援体制の
整備を進めます。…

　（3）基本的な取組　
ア　正しい知識の普及啓発と理解の促進
①　エイズ感染を予防し、県民の患者・感染者への理解を促進するため、各保健
所において、住民を対象に研修会や講習会を開催するとともに、「世界エイズデ
ー」（12 月１日）にあわせた活動を実施します。

②　学校教育の場において、正しい知識や理解により、エイズなどの感染症等に
対する偏見や差別を払拭し、思春期教育を含めた男女共生や人を思いやる心を
育む教育を、学校、家庭、地域が連携して推進します。

③　難病やハンセン病、エイズなどに関する正しい知識の普及啓発により県民の
理解を深め、誤った知識に基づく偏見や差別を解消します。

イ　良質かつ適切な医療の提供
①　エイズ拠点病院において良質な医療を提供するとともに、カウンセラーを派遣し、
患者や感染者に対する精神面のケアを推進します。

②　難病のうち、客観的な診断基準が確立し、かつ重症度が高いものについて、平成
27年（2015 年）1月に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」に
基づき医療費の公費負担を行い、患者負担の軽減を図ります。

③　原因が不明で、治療法が確立していない難病等の治療に際しては、特に、患者と
医療従事者との信頼関係に基づき、最善の医療を提供するため、医療従事者が患者
に診療の目的や内容などについて適切な説明を行う一方、患者自身が正確な情報に
基づいて、納得したうえで、主体的に検査や治療などの医療行為を選択し、決定す
る「インフォームド・コンセント」を促進します。

ウ　相談・支援体制の整備
①　ハンセン病療養所入所者の里帰り事業や、高齢のため里帰りの負担が大きい入所
者への訪問事業を推進し、社会復帰を支援します。また、遺骨については遺族の同
意を得ながら里帰りに努めます。

②　在宅で長期間療養する難病患者の日常生活の質を向上させるため市町村が実施す
るホームヘルプサービス、ショートステイ及び日常生活用具給付の事業を支援します。
③　難病患者の在宅療養を支援するため、保健所の保健師が中心となって、市町村、専
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門医師、理学療法士、難病患者会との連携のもとに家庭訪問、医療相談、訪問診療等
の施策を推進しながら総合的なサービスを提供できる地域支援体制の整備を図ります。
④　重症神経難病患者が入院治療を必要とするとき、適時適切な入院施設の確保や、
円滑な在宅療養への移行を支援できるよう協力医療機関の確保に努め、医療従事者
や在宅支援関係者への研修等を実施するなどネットワークの強化を図ります。

⑤　同じ病気をもつ患者や家族が悩みを分かち合い、情報交換を行える患者会や家族
会の活動を支援します。

⑥　和歌山県難病・子ども保健相談支援センターにおいて、難病患者、長期療養を要
する子供たちや家族に対する相談支援活動を推進します。

⑦　病気のため長期間入院しなければならない児童・生徒の精神的な支えとなり、学
習の機会を保障するため院内学級の充実を図ります。

11　犯罪被害者等の人権

　（1）現状と課題　
平成 17 年（2005 年）４月に犯罪被害者とその家族・遺族（以下「犯罪被害者等」
という。）の権利利益の保護を明文化した「犯罪被害者等基本法」が施行されるなど、
犯罪被害者等の人権が大きく取り上げられるようになったのは比較的新しいことです。
犯罪被害者等についても、「個人の尊厳」や「プライバシー」などが尊重されなけれ
ばならないことは当然であり、犯罪被害者等は「可哀想だから」保護されるのではなく、
基本的人権の尊重という観点から当然支援されるべき立場にあります。犯罪による被害
は、直接の被害者だけでなく、その家族などの精神面や生活面にも大きな影響を与える
ものであり、これらの間接的被害も含めると被害を受けている人は相当数に上ります。
また、性犯罪に係る事件では、被害者の様々な心理的要因や再被害を恐れること等に
より、被害にあっても警察に届けたり、裁判に訴えたりしない場合も相当数あり、実際
の数字は捜査機関に被害申告した件数をはるかに上回るとさえ言われています。
犯罪被害者等は、生命、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、事件に遭ったこと
による精神的ショック、失職・転職などによる経済的困窮、捜査や裁判の証人出廷など
の過程における精神的・時間的負担、無責任なうわさ話、プライバシーをも侵害しかね
ない執拗な取材・報道によるストレス・不快感など、被害後に生じる「二次的被害」に
苦しめられる場合もあります。
特に、大きな精神的・心理的衝撃を受けることにより、ト

（※）
ラウマ（心的外傷）やＰ

（※）
Ｔ

ＳＤ（心的外傷後ストレス障害）の症状が残ることもあり、犯罪被害者等が受ける精神
的被害は深刻です。
欧米を中心とする諸外国では、犯罪被害者等の権利として、①個人として尊重される

第
３
章

10 

感
染
症
・
難
病
患
者
等

の
人
権

11 

犯
罪
被
害
者
等
の
人
権



− 46−

こと、②加害者の刑事手続等に関与し、知る権利、③被害回復を求める権利、④物質的・
精神的・心理的・社会的支援を受ける権利等を確立し、犯罪被害者等の法的地位を充実
する法制度を整備するとともに、多様な支援を提供する民間の被害者支援団体が組織さ
れ、国と社会をあげて総合的な犯罪被害者等のための施策を推進しています。
近年、わが国でも、犯罪被害者等の問題に対する社会的関心が高まる中、改正「刑事
訴訟法」、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」及び、
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」
が施行され、犯罪被害者等の保護や救済が図られてきています。

　（2）基本的方向　
犯罪被害者等に対する支援のためには、まず、被害の救済は犯罪被害者等の人権に基
づくものであり、誰もが犯罪被害者等になる可能性があるとの認識のうえに立って、犯
罪被害者等を社会全体で支え合うことができる社会づくりを推進する必要があります。
本県においては平成 18年 (2006 年 ) ４月に施行した「和歌山県安全・安心まちづく
り条例」に基づき犯罪被害者等の保護・救済に取り組んできましたが、犯罪被害者等の
支援のための施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利保護が図られる社
会の実現に寄与するため、平成 31年 (2019 年 ) ４月に新たに「和歌山県犯罪被害者等
支援条例」を施行しました。今後一層、「和歌山県犯罪被害者等支援条例」に基づき、
市町村及び関係団体等と相互に連携を強化しながら、人権の尊重を基本とした犯罪被害
者等のニーズを踏まえた各種施策を推進していきます。さらに、再被害防止措置や重大
な犯罪の未然防止措置にも取り組みます。

　（3）基本的な取組　
ア　啓発活動の推進
①　犯罪被害者等が受けている直接的・間接的被害に対する現状や支援の必要性につ
いて、体験談や講演等を通じ県民の認識を深めるための啓発活動を推進します。

②　犯罪被害者等と最も密接に関わる警察や行政職員などへの研修を行い、高い人権
意識による適切な対応を促進します。

③　マスコミの過剰な取材・報道による犯罪被害者等への二次的被害を防止するため、
マスコミに対し、取材・報道に際し自主規制を行うよう理解を求めます。

イ　相談・支援体制の充実
①　犯罪被害者等が大きな打撃から立ち直り、幸福を求めて再び歩み始められるよう
に、県はもとより市町村における犯罪被害者等相談窓口の充実・周知を図るととも
に、性犯罪被害相談などの対応を適切に行うために、県内の全警察署に女性警察官
の配置を図っています。また、県立医科大学附属病院内に設置している性暴力救援
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センター和歌山において、性暴力被害者の相談を受け、心身の回復を図れるよう関
係機関と連携して緊急医療や心のケアなどの総合的な支援を行います。

②　犯罪被害者等のための施策を総合的かつ効果的に推進するために、県、市町村及
びその関係機関並びに民間団体等が相互に連携を強化し支援体制の充実を図りま
す。

③　犯罪により深刻な精神的被害を受けた犯罪被害者等に対し、医師や公認心理師、
臨床心理士等によるカウンセリングが適切に受けられるような支援体制を整えま
す。

④　故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病、障害という重大な被害を受けたにも
かかわらず、公的救済や加害者側からの損害賠償が得られない犯罪被害者又はその
遺族に対して、｢犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する
法律｣ に基づき、犯

（※）
罪被害給付制度の周知と適切な事務処理を行うことにより、支

援を推進します。
⑤　犯罪被害者等は、犯罪により生計維持者を失う場合や犯罪被害による受傷・精神
的ショックのため生計維持者の就業が困難になる場合などにより収入が途絶え、経
済的に困窮することがあります。
こうした問題に対して、本県では犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るために

生活資金の貸し付け等の必要な支援の充実を図ります。
⑥　犯罪被害者等は、刑事裁判への参加など様々な形で刑事手続きに関与する場合が
あります。また、相手方から示談交渉をもちかけられることも少なくありません。
このような問題に対して、犯罪被害者等が弁護士の助言を受ける機会を確保し、

犯罪被害者等の支援に精通している弁護士を紹介する等の必要な支援を図ります。

ウ　再被害防止措置の強化
①　犯罪被害者等が同じ加害者から再度危害を受けることを未然に防止し、安全確保
を徹底するため、警察及び関係機関における防犯指導、警戒措置等の再被害防止措
置を強化します。

②　犯罪被害者等が転居した場合においても、関係都道府県警察と情報を共有し、連
携して再被害防止措置を図ります。

エ　重大な犯罪の未然防止措置の強化
重大な犯罪は、無差別殺人事件や強盗事件等のほか、家庭内の問題や男女関係のも

つれ等から発展して発生することもあるため、警察等で認知したトラブル事案等も将
来の危険性を組織的に判断し、未然に防ぐ体制を構築しています。
①　つきまといや無言電話等のストーカー行為や、子供・女性に対する声かけ事案等、
重大事件に発展するおそれのある前兆事案等に対しては、行為者に対する早期の警告
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や積極的な検挙、被害者等には安全な場所への避難指導等を講じて、重大事件発生の
未然防止に努めます。

②　被害者相談窓口の充実を図るとともに、犯罪被害者等のための施策に関係する機
関等と連携を密にして、家庭内や地域における犯罪の芽を早期に発見し、より重大
な犯罪の未然防止に努めます。

12　自殺

　（1）現状と課題　
平成 10 年（1998 年）から 14 年連続で年間３万人を超える状況が続いていたわが
国の年間自殺者数は、平成 24年（2012 年）には３万人を下回り、平成 30年（2018 年）
には２万 31人と、９年連続で減少しています。しかし、15歳から 39歳までの若い世
代の死因の第一位が自殺となっており、また、自殺死亡率が他の先進国と比較しても高
い水準にあることなどから、自殺対策の更なる推進が求められています。

　（2）基本的方向　
本県では、平成 30年（2018 年）４月に基本的な取組方針を明らかにした「和歌山
県自殺対策計画」を策定し、自殺対策を推進するため、和

（※）
歌山県自殺対策推進センター

が中心となり、医療、福祉、教育、産業等の関係分野の各団体と相互に連携し、相談支
援体制の確立及び啓発、さらには自死遺族へのケアなど、生きることへの包括的な支援
としての自殺対策を進めます。

　（3）基本的な取組　
ア　市町村等関係機関への支援の強化

和歌山県自殺対策推進センターが市町村や自殺対策に関係する機関、民間団体等に
対し、情報提供や研修等の支援を行うことにより、地域の状況に応じた自殺対策を推
進します。

イ　地域におけるネットワークの強化
総合的な自殺対策を実施するため、県、市町村、関係機関、民間団体、企業・事業所

が相互に連携・協働し、自殺の背景にある様々な問題に応じたネットワークを強化します。

ウ　自殺対策を支える人材の養成及び確保
自殺対策に直接関わる人材の養成はもとより、生きることの包括的な支援に関わる

様々な分野の関係者や支援者等を自殺対策に関わる人材として確保し、幅広い分野で
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自殺対策教育や研修を実施します。
自殺のリスクの高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺のサインに気付き、話
を聴き、必要に応じて身近な相談窓口につなぎ、見守る「ゲートキーパー」を養成します。

エ　自殺予防のための啓発や教育の充実
県民一人一人が、自殺に対する誤った認識や偏見をなくし、自殺に追い込まれる危

機に至った人の心情や背景を正しく理解することで、自分の周りにいるかもしれない
自殺を考えている人の存在に気づき、思いに寄り添い、声をかけ、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくことができるよう普及啓発を行います。
さらに、県民が、いじめや経済・生活問題、家庭での悩みに遭遇し、また、これら

の問題により悩みやこころの不調を感じた時は「誰かに援助を求めることが適当であ
る」という理解を深めるための教育や啓発を実施します。

オ　職場環境の整備・充実
過重労働やハラスメントの防止、職場におけるメンタルヘルス対策等を促進するこ

とで、仕事と家庭の両立が出来るより良い職場環境づくりを推進します。

カ　精神保健医療サービスの体制の整備
自殺行動に至る人の中には、背景にある様々な悩みにより心理的・精神的に追いつ

められた結果、アルコール健康障害や抑うつ状態、うつ病等の精神疾患を発症してい
ることも少なくありません。…
自殺のリスクがある人の早期発見に努めた上で、その必要に応じて精神科医療につ

なぐ取組を進め、自殺に追い込まれる背景にあった問題に対して包括的に支援できる
よう、精神科医療と保健、福祉の連動性を高めます。

キ　相談体制の充実
自殺対策や生きる支援に関連する相談体制を整えるとともに、その情報を必要として
いる人たちに届き、確実に支援につながるような情報集約や情報提供の体制を図ります。

ク　自殺リスクの高い要因への取組
自殺対策を、社会全体の生きることの阻害因子を減らし、生きることを促進する支援
を増やす方向で実施するため、様々な悩みや問題を抱えた人に対し、それらの問題が複
雑化、複合化する前に必要な「生きる支援」につながるよう、総合的に取組を進めます。
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13　ひきこもり

　（1）現状と課題　
自宅以外での生活の場が長期にわたって失われるひきこもりは、挫折体験・性格傾向・
家庭環境等複雑な要因が絡み合って、本人の意思では離脱することが難しいとされてお
り、本人と家族に対する包括的な支援が必要です。

　（2）基本的方向　
ひきこもりという言葉は広く知られていますが、ひきこもりと一言でいっても、本人

や家族が抱えている悩みや解決すべき問題は多様です。それにも関わらず、誤解や偏見
により、本人や家族が心理的にも社会的にも孤立してしまい、回復の道が閉ざされてい
ることが少なくありません。
そのため、ひきこもりについての正しい理解の啓発や、精神保健福祉士、保健師、臨
床心理士が、本人、家族、関係者の来所相談や電話相談に対応し、必要に応じ関係機関
を紹介していくことで、回復に向けた支援を促進します。

　（3）基本的な取組　
和歌山県精神保健福祉センターに設置したひ

（※）
きこもり地域支援センター及び保健所

による相談支援や啓発活動を行います。また、民間団体や、教育、労働等、関係機関
と連携し、社会参加支援の充実を図るなど、本人や家族に対する支援体制の充実を図
ります。

14　刑事手続きに関わりをもった人

　（1）現状と課題　
被疑者（捜査対象とされてはいるが、まだ起訴されていない者）や被告人（起訴され
てはいるが、まだ、その裁判が確定していない者）は裁判により有罪であることが確定
するまでは無罪として取り扱われます。被疑者には不当に身体拘束されない権利や、一
定の条件のもとに国選弁護人選任制度などが、被告人には国選弁護人選任制度や迅速な
裁判を受ける権利などが保障されています。
しかし、被疑者・被告人の諸権利が形式的なものになっているのではないかとの強い
指摘もあり、より実質的な権利保障の在り方が議論されています。
さらに、裁判で有罪となり、実刑が確定すると、刑務所などの施設に受刑者として収
容されます。受刑者は、一定の権利の制限はありますが、人間としての尊厳は当然守ら
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れるべきであり、看守による受刑者に対する不当な拘束や暴力は人権侵害の顕著な現れ
です。
また、刑を終えて出所した人は、社会の根強い偏見などのため、住宅の確保や就職な
ど基本的な生活基盤を築くことさえ難しく、本人の真

しん
摯
し
な更生意欲だけでは、その社会

復帰は厳しい状況にあります。刑を終えて出所した本人だけでなく、その家族も社会か
らの偏見や差別を受けることがあります。こうした人々に対する偏見や差別意識をなく
すために、関係機関と連携・協力しながら啓発活動の推進に努めます。

　（2）基本的方向　
有罪判決前の本人や家族の風評被害を防止するとともに、刑を終えて出所した人の更
生する意欲を認め、見守り、支えていくことにより社会復帰が実現することは、安全・
安心な地域社会を築くことにつながります。
本県では、関係機関との連携のもと、刑を終えて出所した人の再犯を防止し、犯罪や
非行のない明るい社会づくりを支援する取組を進めます。

　（3）基本的な取組　
刑を終えて出所した人が真

しん
摯
し
に更生し地域社会の一員として生活を営むためには、地

域社会など周囲の人々の理解と協力が欠かせません。そのため、刑を終えて出所した人
に対する偏見や差別意識を解消するための啓発活動（社

（※）
会を明るくする運動）を進めま

す。また、更生保護活動を行う民間団体等に対し支援を行います。
さらに、和

（※）
歌山県地域生活定着支援センターを拠点に、高齢者または障害のある人で、

刑務所等矯正施設からの退所者・退所予定者及び被疑者・被告人のうち、福祉的支援が
必要とされている人の社会復帰を支援します。

15　ホームレス

　（1）現状と課題　
失業や家庭問題等様々な要因により、自立の意思がありながら、ホームレスとなるこ
とを余儀なくされている人たちがいます。ホームレスの中には衛生状態が悪い、十分な
食事をとることができないなど、「日本国憲法」で保障された健康で文化的な生活を送
ることができない人もいます。また、ホームレスと地域社会との間にあつれきが生じた
り、ホームレスへの暴力なども発生しています。

　（2）基本的方向　
平成 14 年（2002 年）８月には「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」
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が施行されました。同法は、地域社会との協力のもと、職業能力の開発などによる就業
機会や安定した居住空間、保健医療の確保などの施策を通して、ホームレスの自立を促
進していくことや、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援などについて
定めています。また、平成 15年（2003 年）７月には同法に基づき「ホームレスの自
立の支援等に関する基本方針」が策定され、平成 29 年（2017 年）に 15 年間の時限
法であった同法の期限が 10年間延長されたことにより、平成 30年（2018 年）７月に、
この基本方針の一部改定が行われたところです。ホームレスに関する問題について県民
の理解を得ながら、地域の実情に応じ、必要な施策を推進します。

　（3）基本的な取組　
私たちは、一人一人が平等な存在として人間らしく生きる権利をもっており、誰もが
健康で文化的な生活を送ることができる社会を実現するためには、社会福祉施策ととも
に、私たち一人一人がホームレスに対する理解を深め、人権に配慮することが大切です。
本県では、県内のホームレスの実態を充分に踏まえるとともに、今日の産業構造や雇
用環境等の社会情勢の変化を捉えながら、ホームレスやホームレスとなることを余儀な
くされるおそれのある生活困窮者が困窮状態から早期脱却できるよう自立相談支援や就
労支援等に取り組みます。

16　ＬＧＢＴや性同一性障害のある人等の人権

　（1）現状と課題　
恋愛・性愛の対象が同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛といった性

（※）
的指向

のある人は、周囲の差別的な言葉や雰囲気に苦しみを感じていることが少なくありませ
ん。
さらに、身体の性と心の性が一致しないことで違和感をもつトランスジェンダーも、
周囲の差別的な言葉や雰囲気に苦しみを感じるとともに、服装やトイレ等について様々
な悩みを抱えています。特に、児童生徒については、学校生活における配慮が必要とな
っています。
また、性同一性障害のある人とは、生物学的には性別が明らかであるにも関わらず、
心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び
社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する人であって、そのことについてそ
の診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する２人以上の医師の一般に認めら
れている医学的知見に基づき行う診断が一致している人をいいます。性別適合手術を受
けた人については、戸籍上の性別と外観が一致せず本人確認等で問題が生じているた
め、平成 16年（2004 年）７月に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」
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が施行され、家庭裁判所の審判によって性別の変更が認められることとなりました。平
成 20 年 (2008 年 )12 月には同法が改正施行され、家庭裁判所による性別変更要件が
緩和されました。

　（2）基本的方向　
Ｌ

（※）
ＧＢＴや性同一性障害のある人等に関する多様な性の在り方についての県民の正しい

理解を深め、誰もが自分らしく生きていける社会を実現するための取組を推進します。

　（3）基本的な取組　
ア　啓発活動の推進

多様な性の在り方への理解や正しい認識が深まるよう、各種セミナーの実施や啓発
冊子の作成・配布、また、県内で活動されている当事者団体等とも連携し「ふれあい
人権フェスタ」をはじめとする活動の場を提供していくなど、啓発活動の推進に努め、
偏見のない社会づくりを進めていきます。

イ　相談体制の充実
ＬＧＢＴや性同一性障害のある人等に関する相談に応じ、本人や関係者などの心の

ケア、関係機関の紹介、情報提供などの総合的な支援を行います。

17　働く人の人権

　（1）現状と課題　
企業等が社会的責任を果たす上で、人権が尊重される職場環境づくりや、個人情報の
保護など人権尊重の視点に立った活動を行うことが重要な課題です。しかし、職場にお
けるハラスメントや長時間労働、性別・障害・国籍等による不当な扱い等が問題となっ
ています。
そこで、国においては、平成 29年（2017 年）１月に「男女雇用機会均等法」及び「育
児・介護休業法」が改正施行され、事業主には、職場におけるセクシュアル・ハラスメ
ントや妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについての防止措置が
義務づけられるとともに、令和元年（2019 年）５月には「労働施策の総合的な推進並
びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」等が改正され、パワー・
ハラスメントについても防止措置が事業主に義務づけられたほか、労働者が事業主にハ
ラスメントの相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いが禁止されるな
ど、ハラスメント対策が強化されました。
さらに、働く人がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する
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働き方改革を総合的に推進するため、平成 31 年（2019 年）4月より順次、長時間労
働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等の
ための措置が講じられました。

　（2）基本的方向　
企業はその活動を通して、従業員、消費者、取引先、地域住民など直接的・間接的に多くの

人と深く関わっており、社会を構成する一員とし責任ある行動を果たすことが求められています。
このことから、全ての人の人権が尊重される豊かな社会の実現をめざして、県内企業・
団体と「和歌山県人権尊重の社会づくり協定」を締結し、従業員等の人権意識の高揚を
図るなど、人権尊重への取組を協働して進めていきます。
さらに、ハラスメントの防止や、長時間労働の是正、ワークライフバランスに配慮し
た安心して働くことのできる職場環境づくりに加え、性別・障害・国籍等を理由とした
不当な扱いの防止と、誰もがその能力を十分に発揮でき、全ての働く人の人権が尊重さ
れる社会の実現に対する支援を促進します。

　（3）基本的な取組　
ア　研修・啓発の推進

企業等に対して、ハラスメント防止等に向けた取組をはじめとする人権が尊重され
る職場づくりに向け、計画的・継続的な研修実施を働きかけます。また、そのために
必要な指導者養成研修等の開催、啓発資料や情報の提供、研修講師の派遣などを行う
ことにより、企業等の自主的・主体的な人権尊重の活動を支援します。

イ　公正な採用と雇用の促進
採用にあたっては、本人の資質・能力に関係のない理由で不利益がない公正な採用

選考の確立を図り、就職の機会均等が図られるよう、国と連携しながら啓発に取り組
むとともに、高齢者や障害のある人等に対する就労支援施策を推進します。

ウ　働きやすい職場環境の推進
企業等に対して、本人の資質等に関係のない不当な扱いの防止や相談窓口の設置、

育児・介護・治療等をしながら就業を継続できる職場環境の整備に向けた働きかけや
長時間労働防止のための啓発や支援を行うことにより、働く人一人一人がそれぞれの
個性や能力を発揮できる社会の実現に向けて関係機関と連携し取り組みます。
また、企業や団体において、仕事と家庭を両立しやすい環境づくりを進めるため、

平成 29年（2017 年）９月に発足した「わかやま結婚・子育て応援企業同盟」において、
参加企業同士が意見交換する機会を提供するとともに、参加企業の取組を周知するな
ど、企業間の様々な活動を活性化させ、仕事と子育てが両立しやすい職場環境づくり
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を促進します。
さらに、企業や団体における女性の活躍に向けた取組の充実・拡大を図るため、平

成 29年（2017 年）10月に発足した「女性活躍企業同盟」において、優れた取組を
行う企業や団体の顕彰、各種セミナー・交流会の開催など女性の能力が発揮できる環
境づくりの取組を促進します。

18　その他の人権課題（患者の人権、アイヌの人々の人権や北朝鮮当局による拉致問題等）
患者の人権や色が識別しにくいことにより印刷物等が判別しづらい等社会参加の妨げ
となっている色

（※）
覚特性のある人の人権、ア

（※）
イヌの人々の人権、中国残留孤児やその家族

の人権などに関する課題、北朝鮮当局による拉致問題や医療技術の進展に伴う新たな問
題発生の懸念もあります。
今後新たに生じる人権課題等についても、それぞれの課題の状況に応じた取組を行っ
ていきます。
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■ ■ ■　第 4 章  施策の総合的な推進　■ ■ ■ 

１　人権行政の推進体制等の整備

　（1）県の推進体制　
本県では、人権行政を県政の重要な柱と位置づけ、人権局が核となって総合的に施策
を推進します。
人権施策の推進にあたっては、関係部局がこの基本方針を踏まえ、全庁的な推進組織
である和

（※）
歌山県人権施策推進協議会を中心に、関係部局の密接な連携を図ることにより、

効果的な取組を進めます。
また、政策提言機能を有する和歌山県人権施策推進審議会の意見を聴きながら、より
実効性のある施策の推進を図ります。

　（2）（公財）和歌山県人権啓発センターの充実　
人権啓発センターは、人権文化創造のため、民間団体としての特質を活かしながら、
人権に関する情報の収集・提供や人権啓発活動などを行うことを目的として設立された
ものであり、同センターが核となって関係行政機関、企業やＮＰＯ等とのネットワーク
づくりを行うなど、人権教育・啓発活動を総合的に行う拠点としての役割を果たすこと
が求められています。
今後も、組織・機構の機能強化や人権に関する専門的知識を有するスタッフの育成・
確保を図り、インターネットやマスメディアなど多様な媒体を活用した総合的な情報の
収集と発信、様々な啓発手法の研究や関係機関・企業・団体との連携・協働による効果
的な啓発・研修事業の実施及び講師の派遣、人権に関する様々な相談への対応などの機
能のより一層の充実を図ります。

　（3）国、市町村、関係団体等との連携　
人権施策は国、県、市町村がそれぞれの特性に応じた役割分担のもとで、連携を図り
ながら実施することにより効果的に推進することができます。
このため、国（和歌山地方法務局）や和歌山県人権擁護委員連合会、和歌山弁護士会
など、人権に関わる機関と連携・協力して人権に関する取組を推進します。
また、国に対しては、県や市町村が人権施策を推進するために必要な財政面の適切な
支援等の要請も行っていきます。
さらに、市町村は住民にとって最も身近な自治体であり、地域の実情に応じたきめ細
かい人権施策を推進することが求められています。特に、近年、保護者等による児童虐
待、配偶者等からの暴力などの家庭内の問題や、いじめなど、外からは見えにくく表面
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化しにくい人権侵害について、早期発見や救済に向けて地域住民の協力を得るための「気
づき」や適切な対応を促すような、効果的な教育・啓発の実施が求められています。ま
た、地域住民や人

（※）
権擁護推進組織、ＮＰＯ等との連携・協働により人権尊重のまちづく

りに取り組むことが期待されます。
本県では、人権に関わる情報を市町村と共有し施策の連携を図るとともに、市町村独
自の人権施策の方針等の策定や、人権意識の高揚、人権課題解決のための諸施策につい
て必要な助言や財政面での支援に努めます。

　（４）県民、企業、ＮＰＯ等との連携・協働　
人権が尊重される社会づくりを推進するためには、県民一人一人がその責任ある担い
手として、主体的に社会のあらゆる分野において取り組むことが求められています。
保護者等による児童虐待、配偶者等からの暴力などの家庭内の問題や、いじめなど外か

らは見えにくく表面化しにくい人権侵害の早期発見や保護を図るためには、地域住民の協
力が不可欠です。また、企業やＮＰＯ等が行う人権に関わる広範な活動は、機動性、柔軟
性に優れるという特性をもっており、様々な人権問題の解決に向けて大変重要なものです。
このことから、今後さらに、県民や企業、ＮＰＯ等との連携・協働を図ることによっ
て、人権教育・啓発や相談・支援などの取組を推進します。また、これらの自主的・主
体的な活動を促進するため、人権に関する情報や活動及び学びの場の提供など、その支
援の充実に努めます。

２　人権施策等の公表と基本方針の見直し

　（1）情報の収集と提供　
この基本方針に則った人権施策が適正に遂行されるよう、随時、適切な方法により人
権に関する実態の把握に努めます。
また、県民と協働して人権施策を推進するため、県が実施した人権施策について定期
的に公表するほか、県民が意見を表明する機会を確保します。

　（2）施策の点検・評価　
人権施策の実施状況やその効果を総合的かつ個別、分野ごとに点検・評価し、これを
今後の施策の適正な実施に反映させるよう努めます。

　（3）基本方針の見直し　
この基本方針は、社会情勢や価値観の変化などによる新たな課題に対応するため、必
要に応じて、適宜見直しを行います。
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 用語の解説

 ア 行

あいサポート運動
様々な障害の特性や必要な配慮等を理解して、障害のある人が困っている場面でち

ょっとした手助けや配慮などを実践することで、障害のある人が暮らしやすい社会を
つくっていくことを目的とした運動で、平成 21 年（2009 年）に鳥取県で始まりま
した。本県では、平成 28 年（2016 年）8月に鳥取県と協定を締結し、あいサポー
ト運動に取り組んでいます。

アイドリング・ストップ
アイドリング・ストップとは、停車時にエンジンを止めることで、これにより、燃

料節約とＣＯ 2の排出削減が期待できます。
本県は、「和歌山県地球温暖化対策条例」において、世界遺産登録区域内の特定駐

車場（自動車の駐車の用に供する部分の面積が 500 平方メートル以上の駐車場）の
設置者及び管理者に、看板の設置等によるアイドリング・ストップの周知を義務化し、
また、県内全域でのアイドリング・ストップの促進を、努力義務として定めています。

アイヌの人々
アイヌの人々は、現在の北海道を中心に、東北地方、サハリン、千島列島などで、固
有の言語や伝統など独自の文化をもって暮らしてきました。近世以降のいわゆる同化政
策等により、その文化の十分な保存・伝承が図られているとは言い難い状況にあります。
平成９年（1997 年）７月には「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する

知識の普及及び啓発に関する法律」が施行されました。また、平成 19年（2007 年）
９月に国連で「先住民族の権利に関する国連宣言」が採択され、平成 20年（2008 年）
６月には「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が国会で決定され、初め
て、公的にアイヌの人々が先住民族であると認められました。
また、従来の福祉政策や文化振興に加え、地域振興、産業振興等を含めた様々な課

題を早急に解決することを目的に、令和元年（2019 年）５月に施行した「アイヌの
人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」にもアイヌ
の人々が先住民族であることが明記されました。

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）
締結国が人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有（生まれながらにもっているこ

と）を確保するため、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の
理解を促進する政策を、全ての適当な方法により遅滞なくとること等を内容とした条
約です。わが国は、平成７年（1995 年）に批准しました。
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いじめ
「いじめ防止対策推進法」において、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校
に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物
理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、
当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されています。

エイズ
エイズとはヒト免疫不全ウィルス（ＨＩＶ）によって起こる疾患で、正確には ｢後

天性免疫不全症候群｣ といいます。

ＨＩＶ感染者
ＨＩＶ感染者とはＨＩＶの感染が確認されているが、エイズ特有の症状が出ていな

い場合をいいます。

ＳＮＳ（ソーシャル ネットワーキング サービス）
コミュニティ型の会員制のウェブサイト。既存の会員からの招待がないと会員にな

れないという形式をとっているものもあります。会員になると、自由に書き込み等を
行うことができるようになります。

ＳＤＧｓ
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、平成 27年（2015 年）９月の国連サミッ

トで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」にて記載された平成
28年（2016 年）から令和 12年（2030 年）までの国際目標です。持続可能な世界
を実現するための 17のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の誰一人と
して取り残さない（leave…no…one…behind）ことを誓っています。

えせ同和行為
「えせ同和行為」というのは、「同和問題には関わらないほうがいい」などの誤った意
識に乗じ、同和問題に対する理解が足りないなどという理由で高額な書籍の購入を強要
するなど、同和問題を口実として、企業や個人などに不当な要求を行う行為をいいます。
えせ同和行為は、これまで同和問題の解決に真

しん
摯
し
に取り組んできた人々や同和関係

者に対するイメージを損ねるばかりでなく、これまで培われてきた教育や啓発の効果
を覆し、同和問題に対する誤った意識を植え付けるという悪影響を生じさせるなど、
問題解決の大きな阻害要因となっています。
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ＮＰＯ
Non…Profit…Organization…の略で、民間非営利組織という意味です。営利を目的
としない民間団体の総称とされます。平成 10 年（1998 年）には、｢任意団体｣ に
｢法人格｣ を与え、ＮＰＯの活動を側面から支援することを目的とした ｢特定非営利
活動促進法（ＮＰＯ法）｣ が施行されています。

ＬＧＢＴ
レズビアン（Lesbian）、ゲイ（Gay）、バイセクシャル（Bisexual）、トランスジ

ェンダー（Transgender) の頭文字をとって組み合わせた言葉です。
レズビアンは女性の同性愛者、ゲイは男性の同性愛者、バイセクシャルは両性愛者、

トランスジェンダーは身体の性と心の性が一致しないことで違和感をもつ人をいいます。

 カ 行

企業の森
「企業の森」とは和歌山県が全国に先駆けて、平成 14年度から実施している森林
整備を示します。
企業・市町村・県による「森林保全・管理協定」、企業と森林保有者による「土地

無償貸付契約」、企業と森林組合による「植栽・森林保全委託契約」の３つの契約を
枠組みとして、手入れの進まない森林を所有者から無償で借り受け、日常の管理を地
元森林組合に委託する一方、企業・団体の皆様も植栽や下草刈り、間伐など実際に参
加しながら、目的に合わせた森林づくりに取り組んでいただいています。

グループホーム
認知症高齢者や障害のある人などが、家庭的な雰囲気の中で、食事の支度や掃除、

洗濯などをスタッフとともに行い、互いに助け合いながら共同生活するための住居です。

公益財団法人和歌山県人権啓発センター
平成 10 年（1998 年）８月に策定された ｢『人権教育のための国連 10 年』和歌山

県行動計画｣ に基づいて、人権啓発の拠点として、平成 14 年（2002 年）４月に本
県が「和歌山ビッグ愛」に設置した施設です。
また、平成 25年（2013 年）４月には公益財団法人化され、各種啓発事業や研修事業、

人権相談業務など、県民の人権意識の高揚を図るための事業を総合的に行っています。

高次脳機能障害
脳血管障害や頭部外傷等による脳損傷の後遺症として認知障害が生じ、これに起因

して日常生活・社会生活に制約を受ける障害です。
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更生保護
更生保護は、罪を償い、再出発しようとする人たちの立ち直りを導き、助け、再び

犯罪や非行に陥るのを防ぐ仕組みです。

工賃
障害福祉サービス事業所等では、下請作業や自主製品の販売で収益が生じた場合、そ

の収益を、障害のある人に対して「工賃」として支払うことになっています。工賃とは、「物
を製作、加工する労力に対する手間賃」の意味で、通常は収益の出る・出ないに関わら
ず労働コストに算入されますが、障害福祉サービス事業所等の場合、一定の収益が発生
した場合にのみ支払われるという点で、通常の意味での工賃とは内容が異なっています。

合理的配慮
障害のある人とない人が同じように生活するために必要な、いろいろな配慮や工夫

のことです。例えば、車いすの人が建物の入り口などで段差があっても移動できるよ
うにスロープなどを使って補助したり、目の不自由な人や耳の不自由な人が地域の集
会や会社の会議に参加できるように点字の資料や手話の通訳を用意したりすることな
どを指します。
「障害者権利条約」では、第 2条で「障害のある人が他の人と平等にすべての人権
及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及
び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ均衡を失した又は過度
な負担を課さないもの」と定義しており、合理的な配慮を行わないことは障害を理由
とする差別であるとしています。
「障害者差別解消法」では、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意
思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないとき、合理的配慮の提供が
行政機関等では義務、民間事業者では努力義務となっています。

高齢者虐待
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に定義される、
養護者又は養介護施設従事者等が高齢者に対して行う、身体的虐待、介護等放棄、心
理的虐待、性的虐待、経済的虐待に該当する行為のことです。

国際人権規約
①…｢経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約又はA…規約）｣、
②…｢市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約又は B…規約）｣、③自由権
規約の議定書から成り立っています。わが国は、①及び②の２つの規約について、昭
和 54年（1979 年）に批准しています。
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 サ 行

里親制度
里親制度は、様々な事情で家庭での養育が困難となった子供を、暖かい愛情と正し

い理解をもった里親の家庭で養育する制度です。里親制度には、専門里親、養育里親、
養子縁組里親、親族里親の４種類があります。

色覚特性
色覚異常は、黄色人種では男性の 20人に１人（５％）、女性の 500 人に１人（0.2

％）にみられると言われており、わが国では 300…万人を超えると推計されます。
人には様々な個人差があり、色の見え方も必ずしも同じではなく個人差があること

から、本県においては色覚異常をその人のもつ特性と捉えて、色覚バリアフリーを進
めることにしています。

自主防災組織
地域住民が協力・連携し、災害から「自分たちの地域は自分たちで守る」ために活

動することを目的に結成する組織のことをいいます。
防災訓練の実施や防災知識の普及・啓発など日頃から災害に備えた様々な取組を実

践するとともに、災害時には、地域における避難行動要支援者の避難の誘導や被災者
の救助活動など、共助の担い手としての活躍が期待されています。

市町村障害者虐待防止センター
平成 24年（2012 年）10月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に

対する支援等に関する法律」に基づき、各市町村において設置された機関です。市町
村障害者虐待防止センターでは、養護者による障害者虐待防止等のため、障害のある
人や養護者に対して相談や助言などを行っています。

児童虐待
「児童虐待の防止等に関する法律」において、保護者が監護する児童に対し「児童
の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること」「児童にわいせ
つな行為をすること、またはさせること」「児童の心身の正常な発達を妨げるような
著しい減食または長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること」「児
童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」と定義されています。
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児童の権利に関する条約
平成元年（1989年）11月に国連総会で採択されました。子供の人権や自由を尊重し、

子供に対する保護と援助を進めることをめざした条約です。わが国は、平成６年（1994
年）に批准しました。

児童福祉施設入所児童等
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、

小規模住居型児童養育事業者、里親、一時保護所等に入所している児童です。

社会を明るくする運動
全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの改善更生について理解を深

め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を築くための全
国的な運動です。

若年無業者
15 歳～ 34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者です。

障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）
障害のある人の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約で、
平成18年（2006年）12月に国連で採択され、わが国は、平成26年（2014年）に批
准しました。障害のある人の自立、非差別、社会への参加等を一般原則として規定するほか、
教育、労働等、様々な分野で障害のある人の権利を保護・促進する規定を設けています。

障害者雇用率制度
「障害者の雇用の促進等に関する法律」において義務づけられた雇用率（法定雇用率）
は以下のとおりであり、各企業、法人、機関はこの率以上の割合をもって障害のある
人を雇用しなければならないこととなっています。
◎民間企業
一般の民間企業（45.5 人以上）　2.2%
一定の特殊法人（40人以上）　2.5%…

◎国・地方公共団体（40人以上）　2.5%
ただし、都道府県等の教育委員会（42人以上）　2.4%
実雇用率は、重度の身体・知的障害者の労働や障害のある人の短時間労働者につい

て考慮し算定されます。
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障害のある人に対する虐待
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」において、障
害者に対する養護者、施設従事者、使用者からの虐待をいい、「障害者の身体に外傷
が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束
すること」「障害者にわいせつな行為をすること又はさせること」「障害者の心身の正
常な発達を妨げるような著しい減食、養護者以外の同居人による虐待行為と同様の行
為の放置等養護を著しく怠ること」「障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行う
こと」「障害者の財産を不当に処分することや不当に財産上の利益を得ること」です。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進す
ることを目的に制定されました。障害を理由として「不当な差別的取り扱い」をする
ことが禁止されるとともに、障害のある人の日常生活や社会生活における障壁をなく
すための必要かつ合理的な配慮をすることが求められています。

小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）
保護者に監護させることが不適当であると認められる等の児童に対し、この事業を

行う住居において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的
な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援
することを目的とする事業です。

少年サポートセンター
相談活動や補導活動等を通じて把握した、少年の非行事案や虐待事案等に対し、学

校等と連携しながら総合的な非行防止対策を行うため、平成 12年（2000 年）に和
歌山県警察本部に設置されたものです。

情報モラル
「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」であり、日常生活上
のモラルに加えて、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報技術の特性と、
情報技術の利用によって文化的・社会的なコミュニケーションの範囲や深度が変化す
る特性を踏まえて、適正な活動を行うための考え方と態度が含まれます。

情報リテラシー
情報活用能力。体験やメディアを通じて得られる情報の中から必要なものを探し出

し、課題に即して組み合わせたり加工したりするなどして、意思決定や結果を表現す
るための基礎的な知識や技能のことです。

用
語
の
解
説

サ
行



− 65−

職場におけるハラスメント
職場におけるハラスメントには、①同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人

間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的
苦痛を与える又は職場環境を悪化させるパワー・ハラスメント、②職場において行わ
れる、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者が労働
条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されるセクシュアル・
ハラスメント、③職場において行われる上司・同僚からの言動により、妊娠・出産し
た女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害される妊娠・
出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントなどがあります。

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）
全ての人間は、そもそも生まれながらにして自由かつ平等であることから、男子も

女子も個人として等しく尊重されるべきであるとした条約です。わが国は、昭和 60
年（1985 年）に批准しました。

人権擁護推進組織
各市町村において、人権尊重委員会や人権推進委員会等の名称で、人権尊重の啓発

活動等を行い、人権尊重のまちづくりを推進することを目的に設置された地域住民が
参加する組織です。

身体障害者補助犬
視覚障害者の安全で快適な歩行をサポートする盲導犬、肢体不自由者の日常の生活

動作をサポートする介助犬、聴覚障害者に生活の中の必要な音を知らせ、音源へ誘導
する聴導犬の三種の犬のことをいい、「身体障害者補助犬法」に基づき必要な訓練を
受けています。それぞれの仕事内容は異なりますが、障害者の自立と社会参加をする
ための大切なパートナーです。不特定多数の人が利用する施設等では、身体障害者補
助犬の同伴を受け入れる義務があります。

スクールカウンセラー
児童生徒の不登校やいじめ等の問題行動等への対応に当たり、学校等に派遣された

公認心理師、臨床心理士等の専門家です。児童生徒の心の相談等に応じるとともに、
教師や保護者に対して助言や支援を行います。

スクールソーシャルワーカー
社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱えた児童生徒を取り巻く環境へ

働きかけ、学校・家庭・地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えている問題
の解決に向けて支援する専門家をいいます。
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ストーカー行為
同一の者に対して、恋愛感情、その他の好意の感情又はそれが満たされなかったこ

とに対する怨念の感情を充足する目的で、つきまとい等、身体の安全、住居等の平穏
や名誉を害し、不安を覚えさせるような行為を反復してすることをいいます。

性的指向
性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念のことをい

います。

成年後見制度
知的障害、精神障害、認知症等により判断能力が不十分な人を法的に保護するため、

家庭裁判所の手続きを通じて、代理権等を付与された成年後見人や保佐人等が財産管
理等の法律行為を行う制度です。

世界人権宣言
昭和 23年（1948 年）12 月、国連総会において採択された国際的な人権宣言で、

国際的な人権保障の理念と基準を示し全ての人が世界中、誰でも、いつでも、どこで
も、等しく人権が保障されなければならないことを、歴史上初めて公的に明らかにし
た画期的な意義をもつものです。
市民的・政治的自由のほか経済的・社会的な権利について、各国が達成すべき基準

を定めています。
なお、採択された 12月 10 日は、「世界人権デー」とされ、わが国では、12月 10

日までの１週間を「人権週間」と定め、人権思想の普及高揚のための啓発活動を全国
的に展開しています。

セクシュアル・ハラスメント
相手の意に反した、性的な言動を行い、それに対する対応によって、不利益を与えたり、

またはそれを繰り返すことによって相手の生活環境を著しく悪化させることをいいます。

 タ 行

地域包括ケアシステム
医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスを一体的に日常生活圏域単位に提供

していくことで、一人暮らしや介護を要する高齢者、障害のある人などがどのような
状態となっても安心して住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けられるようにし
ていくという考え方です。
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地域包括支援センター
介護保険法で定められている市町村が設置主体の施設で、公正・中立な立場から、

「総合相談支援」「権利擁護」「包括的・継続的ケアマネジメント支援」「介護予防ケア
マネジメント」の４つの業務を担う地域の中核機関です。

地域若者サポートステーション
厚生労働省と地方自治体が協働で、若年無業者を就労に向けて個別的かつ継続的に

支援するため、全国 177 か所（令和元年 12 月現在）に設置している機関です。和
歌山県では、和歌山市、橋本市、田辺市の 3か所に設置しています。

デートＤＶ
若い世代を中心におこる交際相手から受ける暴力のことをいいます。「殴る」、「蹴る」

といった「身体的な暴力」だけでなく、言葉による「精神的な暴力」、交際相手以外
の人とのつき合いを制限するような「社会的な暴力」なども含まれます。

登録型本人通知制度
市町村に事前に登録した人の戸籍謄本や住民票の写しなどを本人の代理人や第三者

に交付した場合、その本人に交付した事実を知らせる制度です。

特別支援学校
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者（身体虚弱者を含

みます。）に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すと
ともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識
技能を授けることを目的としています。平成 19年（2007 年）４月１日から、 改正
「学校教育法」が施行され、これまで障害の種別によって設置されていた、盲学校、
聾学校、養護学校が多様な障害に対応することができる特別支援学校となりました。

特別支援教育
従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、学習障害、注意欠陥／多動性障害、高機

能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人一人の教
育的ニーズを把握して、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服す
るために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うことです。
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トラウマ（心的外傷）
犯罪や事故による被害、自然災害、テロ被害、虐待、家族や友人の死等の個人では

対処できない衝撃の大きな出来事に遭遇したときに受ける心の傷をいいます。たとえ
ば、自然災害などで大切な人を失ったことにより、心に深い傷を受け、事件を想起さ
せる不快な場所や人間関係を避けたり、外出が出来なくなったり、それを忘れるため
に仕事などにのめり込んだりするなど、トラウマによる反応は様々です。また、結果
としてＰＴＳＤの症状を示すこともあります。

 ナ 行

難病
平成 27年（2015 年）１月に施行した「難病の患者に対する医療等に関する法律」

第１条によると、「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希
少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすること
となるもの」とされています。

ネットパトロール
インターネット上に公開されている県内青少年の情報を検索し、飲酒・喫煙などの

問題行動や誹
ひ
謗
ぼう
・中
ちゅうしょう
傷、個人情報等の情報を抽出し、県教育委員会や警察と連携して

対象者に対して指導等を実施するとともにプロバイダやサイト運営業者に対し削除要
請等の対応を行う活動です。和歌山県では平成 21年（2009 年）６月からネットパ
トロールを推進する事業を開始しています。

ネットモラル
情報モラルの中でも、特にインターネットを使用する上でのモラルのことで、インタ

ーネットは誰もが利用でき情報交換の機能を有するため、日常生活におけるモラルと同
様にルールやマナーを守ること、他人への配慮を心がけ、個人情報を流出させたり、プ
ライバシーを侵害したりする行為をしないことが望まれます。ネットモラルとは、そう
いったインターネットを利用する際に求められるルールや最低限のマナーをいいます。

ノーマライゼーション
障害のある人とない人が、地域の中で同様に生活できる環境を整備し、共に生きる

社会が当たり前の社会であるという考え方です。
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 ハ 行

配偶者等からの暴力
夫婦や恋人など親密な関係にあるパートナーから受ける、身体的、精神的、性的な

暴力をいいます。殴る、蹴るだけでなく、ののしりや無視等の人格を否定する暴言、
脅迫、性行為の強要や交友関係の制限なども含まれます。暴力の形態は様々ですが、
被害者の身体や心を傷つける人権侵害行為をいいます。
また、家庭内に子供がいる場合には、「児童虐待の防止等に関する法律」において

配偶者に対する暴力は児童虐待として位置づけられています。子供が暴力を目の当た
りにすることによる心身への影響が懸念されます。

発達障害
平成 17年（2005 年）４月施行の「発達障害者支援法」では、自閉症、アスペル

ガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（Ａ
Ｄ／ＨＤ）、その他これらに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢に
おいて発現するものと定義されています。

バリアフリー
障害のある人等が社会生活をしていくうえで、障壁（バリア）となるものを除去す

るという意味です。
もともとは、段差等の物理的障壁の除去のことでしたが、近年では、障害のある人等の
社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的等の全ての障壁に対して用いられます。

犯罪被害給付制度
殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若し

くは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神
に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、
再び平穏な生活を営むことができるよう支援する制度です。

ハンセン病
明治６年（1873年）にノルウェーのハンセン博士により発見された ｢らい菌｣ によ

る慢性の細菌性感染症です。しかし、感染力は極めて弱く、仮に発病した場合でも治
療方法が確立された現在では、早期発見、早期治療により短期間で治癒する病気です。
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ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）
事件等の出来事によりトラウマ（心的外傷）を受けた人が、その出来事の数週間か

ら数か月後に「その時の苦痛をたびたび再体験する」「事件等を思い出させる行為や
状況を回避する」「緊張感からくる不眠や、びくびくしたりする状態が長期間続く」
などの持続的な精神的、身体的症状を１か月以上呈することをいいます。治療を受け
るなどにより徐々に回復します。

ひきこもり
様々な要因によって社会的な参加の場面がせばまり、仕事や学校など自宅以外での

生活の場が長い期間失われている状態をいいます。
そのうち統合失調症等の精神疾患等が第一の原因であると考えにくいものを「社会

的ひきこもり」といいます。

ひきこもり地域支援センター
地域のひきこもり支援の核として、都道府県・政令指定都市が設置する機関で、本

人等からの相談窓口を担うほか、教育、保健、福祉、労働などのひきこもり支援に関
係する機関同士の連携強化や、ひきこもり支援に必要な情報発信を行います。本県で
は、和歌山県精神保健福祉センターに設置しています。

ファミリーサポートセンター
市町村等で設立運営し、育児の援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人

（提供会員）が会員となって、育児を助け合う会員組織です。「保育施設の保育開始時
間前や終了時間後に子供を預かる」等のサービスがあります。

フィルタリング
インターネット上のウェブサイト等を一定基準に基づき選別し、有害な情報を閲覧

できなくするプログラムやサービスです。

ブログ
Weblog（ウェブログ）の略。ホームページよりも簡単に個人のページを作成し、

公開できる。個人的な日記や個人のニュースサイト等が作成・公開されています。

プロバイダ
インターネットに接続するためのサービスを提供する事業者です。電話回線や専用

線などを通じて、顧客である企業や家庭のコンピューターをインターネットに接続し
ます。
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 マ 行

民生委員・児童委員
民生委員は、厚生労働大臣の委嘱を受け、市町村の区域を担当し、社会奉仕の精神

をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、福祉サービス制度の説明等必要な援
助を行っています。同時に、児童及び妊婦の福祉の向上のため、子供の教育や福祉サ
ービスの利用等必要な相談・援助を行う児童委員を兼ねています。
また、一部の児童委員は、主任児童委員として、担当区域を限定せず、関係機関と

区域担当の児童委員との連絡・調整を行っています。

 ヤ 行

ユニット型施設
居室は全て個室で、10人程度を一つのグループとし、グループごとにキッチンや

リビングスペースが設置された家庭的な環境で個別ケアを行う施設です。

要配慮者
平成25年（2013年）６月に改正施行された「災害対策基本法」の中で、高齢者、

障害のある人、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方については「要配慮者」、
そのうち災害発生時の避難等に特に支援を要する方については「避難行動要支援者」と
定められ、市町村は「避難行動要支援者」名簿を作成することが義務づけられています。

「要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）」
養育支援等が必要な子供や保護者等に対し、行政、関係機関、民間団体等が連携し

て支援を行うために組織する児童福祉法に基づく法定の協議会です。

 ラ 行

リハビリテーション
障害のある人の身体的、精神的、社会的な自立能力向上をめざす総合的なプログラ

ムにとどまらず、障害のある人のライフサイクルの全ての段階において全人間的復権
に寄与し、障害のある人の自立と参加をめざすという考え方です。
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 ワ 行

ワークショップ
もともとは「工房」「共同の作業場」を表す言葉です。
参加体験型とも呼ばれるワークショップによる人権研修では、そこで学ぶ人の主体

性と水平な関係が大切にされ、教える、教えられる人が固定されていません。参加者
が様々なプロセスに参加し、体験することで自ら気づいてゆく、主体的・双方向的な
学習がワークショップ型研修の特徴です。

和歌山県国際交流センター
県内に在住する外国人への支援を行う拠点として、平成 10年（1998 年）に本県

が「和歌山ビッグ愛」に設置した施設です。国際交流や国際協力を行う県民の活動支
援や、それらに関する情報の収集、発信を行っています。

和歌山県自殺対策推進センター
自殺対策の拠点として、本県では、平成 30年（2018 年）４月から障害福祉課及

び和歌山県精神保健福祉センターで運営している機関です。県内の自殺における現状
を把握し、自殺未遂者や自死遺族の支援、県民への啓発や自殺対策従事者への研修を
行うなど、広域的な自殺対策に取り組んでいます。

和歌山県障害者権利擁護センター
平成 24年（2012 年）10月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に

対する支援等に関する法律」に基づき、本県では、障害福祉課で運営している機関で
す。センターでは、使用者虐待に関する通報等の受理や障害者虐待を受けた障害のあ
る人に関わる様々な相談に関して必要に応じ相談機関等を紹介、障害者虐待に関する
広報啓発などを行っています。

和歌山県人権啓発活動ネットワーク協議会
県内に所在する人権啓発に関わる機関等が連携・協力関係を確立し、各種人権啓発

活動を総合的・効果的に推進することを目的とする組織で、和歌山地方法務局、県、
市町村、和歌山県人権擁護委員連合会、（公財）和歌山県人権啓発センターで構成さ
れています。

和歌山県人権侵害事件対策委員会
差別事件への対応にあたって、効果的な解決を図るため、人権に関する学識経験を

有する者で構成されています。
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和歌山県人権施策推進協議会
様々な人権問題の解決を図るため、人権尊重の視点に立った県行政の推進を明確に

位置づけ、有機的な連携と、総合的・計画的に強力な取組を実施するために、必要な
連絡調整を行うことを目的に設置した全庁的な推進組織です。

和歌山県人権施策推進審議会
平成 14 年（2002 年）４月に施行された「和歌山県人権尊重の社会づくり条例」

第５条に基づき、人権施策基本方針に関する事項を審議するほか、知事の諮問に応じ、
人権尊重の社会づくりに関する基本的事項を審議することを目的に設置した組織で、
人権に関して学識経験を有する者のうちから知事が任命した委員（15人以内）で構
成しています。

和歌山県人権相談ネットワーク協議会
県民の人権に関わる様々な相談に対して、より適切に対応するため、各相談機関が

連携・協力を図ることを目的に設置した組織です。

和歌山県地域生活定着支援センター
高齢者または障害のある人で、刑務所等矯正施設からの退所者・退所予定者及び被

疑者・被告人のうち、福祉的支援が必要とされている人の社会復帰を支援するととも
に再犯防止を図るため、矯正施設や保護観察所等と協働して、福祉サービスを利用す
るための手続きを行っています。

和歌山県発達障害者支援センター
発達障害児者とその家族が豊かな地域生活を送れるように、保健、医療、福祉、教

育、労働などの関係機関と連携しながら様々な相談に応じたり、普及啓発や研修を実
施するなど発達障害に関する総合的な支援を行っています。

和歌山障害者職業センター
障害のある人それぞれの就労に関する希望、適正、職業経験等を踏まえ、ハローワ

ークなどの関係機関と緊密な連携を図りながら、職業生活における自立の支援を行っ
ています。
また、事業主に対しては、障害のある人の雇用管理に関する相談・援助を行ってい

ます。
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和歌山県人権尊重の社会づくり条例
平成 14年（2002 年）３月 26日

和歌山県条例第 16号

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等
である。世界人権宣言にうたわれているこの理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲
法の精神にかなうものである。
この理念の下に、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別等を理由としたあらゆ
る人権侵害や不当な差別が行われることなく、すべての人の人権が尊重される社会をつ
くることは、私たちみんなの願いである。
同時に、私たちは、社会の構成員としての責任を自覚し、常に他者の人権の尊重を念
頭に置いて、自らの人権を行使するようにしなければならない。
このような認識に立ち、私たちは、現在及び将来の県民が人権という普遍的な文化が
根付いた平和で明るい社会の豊かさを等しく享受できるようにすることが、私たちの責
務であると確信する。
ここに、私たちは、自然と人間との共生を目指す和歌山県で、人権尊重の社会づくり
を進めるために、不断の努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。

（目　　的）
第１条　この条例は、人権尊重の社会づくりに関し、県及び県民の責務を明らかにする
とともに、その施策の推進に必要な事項を定め、もってすべての人の人権が尊重され
る豊かな社会の実現を図ることを目的とする。

（県の責務等）
第２条　県は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚を図るための施策その他の
人権尊重の社会づくりに関する施策 ( 以下「人権施策」という。) を積極的に推進す
るものとする。
２　県は、人権施策の推進に当たっては、国及び市町村と連携するものとする。
３　県は、市町村が実施する人権施策について、必要な助言その他の支援を行うものと
する。
４　県は、人権施策の推進に当たっては、人権に関する実態の把握に努めるとともに、
県が実施した人権施策について定期的に公表するものとする。
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（県民の責務）
第３条　県民は、互いに人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であること
を自覚して、人権意識の高揚に努めるとともに、家庭、地域、学校、職域その他の社会
のあらゆる分野において人権尊重の社会づくりに寄与するよう努めなければならない。

（人権施策基本方針）
第４条　知事は、人権施策の総合的な推進を図るための基本となる方針 (以下「人権施
策基本方針」という。)を定めるものとする。
２　人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
一　人権尊重の社会づくりの基本理念
二　人権意識の高揚を図るための施策に関すること。
三　人権に関する相談支援体制の整備に関すること。
四　人権問題における分野ごとの施策に関すること。
五　その他人権施策を推進するために必要な事項
３　知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ和歌山県人権施策推
進審議会の意見を聴かなければならない。

（和歌山県人権施策推進審議会の設置等）
第５条　和歌山県人権施策推進審議会 (以下「審議会」という。)を置く。
２　審議会は、人権施策基本方針に関する事項を審議するほか、知事の諮問に応じ、人
権尊重の社会づくりに関する基本的事項を審議する。
３　審議会は、人権尊重の社会づくりに関する基本的事項に関し、知事に意見を述べる
ことができる。

（審議会の組織等）
第６条　審議会は、委員十五人以内で組織する。
２　委員は、人権に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
３　委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の委員の残任期間とする。
４　委員は、再任されることができる。

（委　　任）
第７条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附　　則
この条例は、平成 14年 4月 1日から施行する。
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和歌山県人権施策推進審議会委員名簿

氏　　名 役　職　等

江　田　裕　介 和歌山大学教育学部教授

田　中　祥　博 弁護士

玉　置　　　薫 一般社団法人和歌山県社会福祉士会会長

中萩……三尾……エルザ……智子 公益財団法人和歌山県国際交流協会理事

平　木　貴　子 ITO☆WINN代表

福　井　以恵子 元和歌山県環境生活部共生推進局長

古　川　紀　子 公益社団法人和歌山県看護協会会長

三　浦　耕吉郎 関西学院大学社会学部教授

森　崎　雅　好 高野山大学文学部准教授

米　川　徳　昭 和歌山県共同作業所連絡会会長

（任期：平成 30年８月９日～令和２年８月８日）
資
料
編

和
歌
山
県
人
権
施
策

推
進
審
議
会
委
員
名
簿



− 78−

和歌山県人権施策推進審議会における審議経過

　○平成31年３月18日… 第 41 回和歌山県人権施策推進審議会開催
・同審議会に「和歌山県人権施策基本方針改定のための専門委員会」（以下「専門
委員会」という。）を設置

　　
　○平成31年４月11日… 第１回専門委員会開催
　　
　○令和元年６月３日… 第２回専門委員会開催

　○令和元年７月 29 日… 第３回専門委員会開催

　○令和元年８月 30 日… 第 42 回和歌山県人権施策推進審議会開催
　　・和歌山県人権施策基本方針の改定について審議

　○令和元年 10月 31日～ 11月 20日
　　・「和歌山県人権施策基本方針改定案」に対する県民意見募集の実施

＊和歌山県人権施策推進審議会
　平成14年４月に施行された「和歌山県人権尊重の社会づくり条例」第５条に基づき、
人権施策基本方針に関する事項を審議するほか、知事の諮問に応じ、人権尊重の社会
づくりに関する基本的事項を審議することを目的に設置した組織で、人権に関して学
識経験を有する者のうちから知事が任命した委員（15人以内）で組織しています。
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人　権　関　係　年　表
年 国際状況 国内状況 県内状況

昭和 21年
（1946 年）

国連人権委員会の設置
国連婦人の地位委員会設
置

「日本国憲法」公布
婦人参政権行使

昭和 22年
（1947 年）

「日本国憲法」施行
「教育基本法」施行
「労働基準法」施行

昭和 23年
（1948 年）

「世界人権宣言」採択 「児童福祉法」施行

昭和 25年
（1950 年）

「身体障害者福祉法」施行
「精神衛生法」施行
「生活保護法」施行

昭和 26年
（1951 年）

「難民条約」採択 「児童憲章」制定
「社会福祉事業法」施行

昭和 32年
（1957 年）

「売春防止法」施行

昭和 34年
（1959 年）

「児童の権利に関する宣
言」採択

昭和 35年
（1960 年）

「身体障害者雇用促進法」施行

昭和 38年
（1963 年）

「老人福祉法」施行

昭和 40年
（1965 年）

「あらゆる形態の人種差別
の撤廃に関する国際条約」
採択

「同和対策審議会答申」提出

昭和 41年
（1966 年）

「国際人権規約」採択

昭和 42年
（1967 年）

「婦人に対する差別撤廃宣
言」採択

昭和 43年
（1968 年）

国際人権年
第１回世界人権会議

昭和 44年
（1969 年）

「同和対策事業特別措置法」施行

昭和 45年
（1970 年）

国際教育年 「心身障害者対策基本法」施行 「和歌山県同和対策長期
計画」策定

昭和 46年
（1971 年）

人権差別と闘う国際年
「知的障害者の権利宣言」
採択

昭和 48年
（1973 年）

「和歌山県同和教育基本
方針」策定

昭和 50年
（1975 年）

国際婦人年
「障害者の権利宣言」採択
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昭和 51年
（1976 年）

「国連婦人の１０年（1976
～ 1985）」宣言

昭和 54年
（1979 年）

国際児童年
「女子に対するあらゆる形
態の差別の撤廃に関する
条約」採択

「国際人権規約」批准
「エネルギーの使用の合理化等に関す
る法律」施行

「和歌山県青少年健全育
成条例」施行

昭和 55年
（1980 年）

「国連婦人の十年」中間年
世界会議（コペンハーゲ
ン）国連婦人の十年後半
期行動プログラム採択

昭和 56年
（1981 年）

国際障害者年 「難民条約」加入

昭和 57年
（1982 年）

「国連障害者の１０年（1983
～ 1992）」宣言
「高齢者に関する国際行動
計画」
「障害者に関する世界行動
計画」

「障害者対策に関する長期計画」策定
「地域改善対策特別措置法」施行

「障害者にかかる和歌山
県長期行動計画」策定

昭和 58年
（1983 年）

「和歌山県同和対策総合
基本計画」策定

昭和 60年
（1985 年）

国際青年年
「国際婦人の十年」ナイロ
ビ世界会議「婦人の地位
向上のためのナイロビ将
来戦略」採択

「女子に対するあらゆる形態の差別
の撤廃に関する条約」批准

昭和 61年
（1986 年）

国際平和年 「雇用の分野における男女の均等な
機会及び待遇の確保等女子労働者の
福祉の増進に関する法律」施行
「長寿社会対策大綱」策定

昭和 62年
（1987 年）

「地域改善対策特定事業に係る国の財
政上の特別措置に関する法律」施行
「障害者の雇用の促進等に関する法
律」施行

「和歌山県同和対策総合
推進計画」策定

昭和 63年
（1988 年）

「わかやま女性プラン」
策定

平成元年
（1989 年）

「児童の権利に関する条約」
採択

「後天性免疫不全症候群の予防に関
する法律」施行

平成 2年
（1990 年）

国際識字年 「和歌山県同和保育基本
方針」策定

平成 3年
（1991 年）

「高齢者のための国連原則」
採択

平成 4年
（1992 年）

「アジア太平洋障害者の
１０年（1993 ～ 2002）」
行動課題採択
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平成 5年
（1993 年）

世界先住民年
世界人権会議開催（ウィ
ーン）
「障害者の機会均等に関す
る標準規則」採択
「女性に対する暴力の撤廃
に関する宣言」採択

「障害者対策に関する新長期計画」
策定
「障害者基本法」施行

「和歌山県老人保健福祉
計画」策定

平成 6年
（1994 年）

「人権教育のための国連
１０年（1995 ～ 2004）」
採択

「男女共同参画推進本部」設置
「児童の権利に関する条約」批准
「高齢者・身体障害者が円滑に利用
できる特定建築物の建築の促進に関
する法律」施行

「紀の国障害者プラン」
策定

平成 7年
（1995 年）

第４回世界女性会議（北
京）…「北京宣言及び行動綱
領」採択

「人権教育のための国連１０年推進
本部」設置
「障害者プラン　ノーマライゼーシ
ョン七ヵ年戦略」策定
「あらゆる形態の人種差別の撤廃に
関する国際条約」批准
「高齢社会対策基本法」施行

平成 8年
（1996 年）

「男女共同参画２０００年プラン」策定
「らい予防法の廃止に関する法律」施行
「同和問題の早期解決に向けた今後の
方策の基本的な在り方について」地域
改善対策協議会意見具申
「高齢社会対策大綱」策定

「和歌山県福祉のまちづ
くり条例」施行
「和歌山県国際協力推進
指針」策定

平成 9年
（1997 年）

「人権擁護施策推進法」施行
「人権擁護推進審議会」設置
「アイヌ文化の振興並びにアイヌの
伝統等に関する知識の普及及び啓発
に関する法律」施行
「人権教育のための国連１０年に関
する国内行動計画」策定

「喜の国エンゼルプラ
ン」策定
「和歌山県環境基本条
例」施行

平成 10年
（1998 年）

改正「高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律」施行
改正「障害者の雇用の促進等に関す
る法律」施行

「和歌山県同和行政総合
推進プラン」策定
「人権教育のための国連
１０年和歌山県行動計
画」策定

平成 11年
（1999 年）

国際高齢者年 「雇用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関する法律」施行
「地球温暖化対策の推進に関する法
律」施行
「精神薄弱の用語の整理のための関係
法律の一部を改正する法律」施行
「人権教育の理念に関する国民相互の
理解を深めるための教育及び啓発に
関する施策の総合的な推進に関する
基本事項について」人権擁護推進審
議会答申
「男女共同参画社会基本法」施行
「児童買春、児童ポルノに係る行為等
の処罰及び児童の保護等に関する法
律」施行
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平成 12年
（2000 年）

国 連 特 別 会 議「 女 性
２０００年会議」開催（ニ
ューヨーク）

改正「外国人登録法」施行
「人権教育及び人権啓発の推進に関
する法律」施行
「男女共同参画基本計画」策定
「ストーカー行為等の規制等に関す
る法律」施行
「高齢者、身体障害者等の公共交通
機関を利用した移動の円滑化の促進
に関する法律」施行
「児童虐待の防止等に関する法律」施行
「循環型社会形成推進基本法」施行
「社会福祉法」施行
「犯罪被害者等の保護を図るための
刑事手続に付随する措置に関する法
律」施行

「和歌山県男女共生社会
づくりプラン」策定
「わかやま長寿プラン
２０００」策定

平成 13年
（2001 年）

「国連識字の１０年（2003
～…2012）」宣言

「人権救済制度の在り方について」
人権擁護推進審議会答申
「人権擁護委員制度の改革について」
人権擁護推進審議会追加答申
「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律」施行
「高齢者の居住の安定確保に関する
法律」施行
「ハンセン病療養所入所者等に対する
補償金の支給等に関する法律」施行
「高齢社会対策大綱」改定

「和歌山県情報公開条例」
施行
「わかやま青少年プラン」
策定

平成 14年
（2002 年）

「新アジア太平洋障害者の
１０年（2003 ～ 2012）」
行動課題採択

「人権教育・啓発に関する基本計画」
策定
「身体障害者補助犬法」施行
「特定電気通信役務提供者の損害賠
償責任の制限及び発信者情報の開示
に関する法律」施行
「障害者基本計画」策定
「ホームレスの自立の支援等に関す
る特別措置法」施行

「和歌山県男女共同参画
推進条例」施行
「和歌山県人権尊重の社
会づくり条例」施行

平成 15年
（2003 年）

「個人情報の保護に関する法律」施行
「インターネット異性紹介事業を利
用して児童を誘引する行為の規制等
に関する法律」施行
「ホームレスの自立の支援等に関す
る基本方針」策定

「和歌山県男女共同参画
基本計画」策定
「和歌山県国際化推進指
針」策定
「わかやま長寿プラン
２００３」策定
「和歌山県個人情報保護
条例」施行

平成 16年
（2004 年）

「性同一性障害の差別の取り扱いの
特例に関する法律」施行
改正「障害者基本法」施行
改正「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する法律」施行

「和歌山県人権施策基本
方針」策定
「紀の国障害者プラン
２００４」策定

平成 17年
（2005 年）

第４９回国連婦人の地位
委員会（… 国連「北京＋
１０」閣僚級会合）開催（ニ
ューヨーク）
「人権教育のための世界計
画」開始

「犯罪被害者等基本法」施行
「発達障害者支援法」施行
「第２次男女共同参画基本計画」策定
「犯罪被害者等基本計画」策定
「次世代育成支援対策推進法」施行

「和歌山県人権教育基本
方針」策定
和歌山県次世代育成支
援行動計画「紀州っ子
元気プラン」策定
「和歌山県地域福祉推進
計画」策定
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平成 18年
（2006 年）

「人権理事会」設立決議を
採択
「障害者の権利に関する条
約」採択
「強制失踪からすべての者
の保護に関する国際条約」
採択

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者
に対する支援等に関する法律」施行
改正「障害者の雇用の促進等に関す
る法律」施行
改正「高年齢者等の雇用の安定に関
する法律」施行
「障害者自立支援法」施行
「拉致問題その他北朝鮮当局による人
権侵害問題への対処に関する法律」
施行
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律」施行　(…これに
伴い、「高齢者・身体障害者が円滑に
利用できる特定建築物の建築の促進に
関する法律」及び「高齢者、身体障害
者等の公共交通機関を利用した移動の
円滑化の促進に関する法律」は廃止）
「自殺対策基本法」施行

「和歌山県安全・安心ま
ちづくり条例」施行
「わかやま青少年プラ
ン」策定
「和歌山県配偶者からの
暴力の防止及び被害者
支援基本計画」策定
「わかやま長寿プラン
２００６」策定

平成 19年
（2007 年）

改正「雇用の分野における男女の均
等な機会及び待遇の確保等に関する
法律」施行
「犯罪被害者等の権利利益の保護を
図るための刑事手続に付随する措置
に関する法律」施行

「和歌山県男女共同参画
基本計画」改定
和歌山県次世代育成支
援行動計画「紀州っ子
元気プラン」改定
「和歌山県障害福祉計画
第１期」策定
「和歌山県地球温暖化対
策条例」施行

平成 20年
（2008 年）

改正「児童虐待の防止等に関する法
律」施行
改正「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する法律」施行
改正「住民基本台帳法」施行
改正「インターネット異性紹介事業
を利用して児童を誘引する行為の規
制等に関する法律」施行
改正「刑事訴訟法」施行
「犯罪被害者等給付金の支給等によ
る犯罪被害者等の支援に関する法
律」施行
「ホームレスの自立の支援等に関す
る基本方針」改定
改正「性同一性障害者の性別の取扱
いの特例に関する法律」施行
「更生保護法」施行

「和歌山県防災対策推進
条例」施行
「和歌山県子どもを虐待
から守る条例」施行

平成 21年
（2009 年）

「ハンセン病問題の解決の促進に関
する法律」施行
「青少年が安全に安心してインター
ネットを利用できる環境の整備等に
関する法律」施行
「強制失踪からすべての者の保護に
関する国際条約」批准

「和歌山県子ども虐待防
止基本計画」策定
「わかやま長寿プラン
２００９」策定
「紀の国障害者プラン
２００４」改定
「和歌山県配偶者等から
の暴力の防止及び被害
者支援基本計画」改定
「和歌山県における自殺対
策の推進基本方針」策定
「和歌山県障害福祉計画
第 2…期」策定
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平成 22年
（2010 年）

第５４回国連婦人の地位
委員会（国連「北京＋
１５」記念会合）開催（ニ
ューヨーク）

「子ども・若者育成支援推進法」施行
「第３次男女共同参画基本計画」策定

「和歌山県人権施策基本
方針」改定
和歌山県次世代育成支
援後期行動計画「新紀
州っ子元気プラン」策定
「和歌山県地域福祉推進
計画」改定

平成 23年
（2011 年）

第１６回人権理事会「人
権教育及び研修に関する
国連宣言」採択

「人権教育・啓発に関する基本計画」
の一部変更
改正「障害者基本法」施行
第二次「犯罪被害者等基本計画」策定

平成 24年
（2012 年）

「障害者虐待の防止、障害者の養護者
に対する支援等に関する法律」施行
改正「ホームレスの自立の支援等に
関する特別措置法」施行
「外国人登録法」廃止
「高齢社会対策大綱」改定

「和歌山県男女共同参画
基本計画（第３次）」策定
「わかやま長寿プラン
２０１２」策定
「和歌山県子ども・若者計
画」策定
「和歌山県障害福祉計画
第3…期」策定

平成 25年
（2013 年）

改正「高年齢者等の雇用の安定に関
する法律」施行
「障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律」施行
改正「災害対策基本法」施行
「いじめ防止対策推進法」施行
改正「ストーカー行為等の規制等に
関する法律」施行
「ホームレスの自立の支援等に関す
る基本方針」改定
「障害者基本計画」策定

「和歌山県における自
殺・うつ病対策の推進
基本方針」策定

平成 26年
（2014 年）

「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護等に関する法律」施行
「障害者の権利に関する条約」批准
「過労死等防止対策推進法」施行
「子どもの貧困対策の推進に関する
法律」施行
「子供の貧困対策に関する大綱」　策定
「国際的な子の奪取の民事上の側面に
関する条約の実施に関する法律」施行
「児童買春、児童ポルノに係る行為
等の規制及び処罰並びに児童の保護
等に関する法律」施行
「私事性的画像記録の提供等による
被害の防止に関する法律」施行

「和歌山県いじめ防止基
本方針」策定
「紀の国障害者プラン
２０１４」策定
「和歌山県子ども虐待防
止基本計画」改定

平成 27年
（2015 年）

第５９回国連婦人の地位
委員会（国連「北京＋
２０」記念会合）開催（ニ
ューヨーク）
「持続可能な開発のための
２０３０アジェンダ」（Ｓ
ＤＧｓ）採択

「難病の患者に対する医療等に関す
る法律」施行
「第４次男女共同参画基本計画」策
定

「和歌山県人権施策基本
方針」改定
「紀州っ子健やかプラ
ン」策定
「わかやま長寿プラン
２０１５」策定
「和歌山県障害福祉計画
第 4…期」策定
「和歌山県地域福祉推進
計画」改定
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平成 28年
（2016 年）

「障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律」施行
改正「障害者の雇用の促進等に関す
る法律」施行
改正「自殺対策基本法」施行
第三次「犯罪被害者等基本計画」策
定
「本邦外出身者に対する不当な差別的
言動の解消に向けた取組の推進に関
する法律」施行
「再犯の防止等の推進に関する法律」
施行
「部落差別の解消の推進に関する法
律」施行

「和歌山県環境基本計画
（第４次）」策定
「障害を理由とする差別
の解消を推進するため
の和歌山県職員対応要
領」策定

平成 29年
（2017 年）

改正「雇用の分野における男女の均
等な機会及び待遇の確保等に関する
法律」施行
改正「育児休業、介護休業等育児又
は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律」施行
改正「ホームレスの自立の支援等に
関する特別措置法」施行
「自殺総合対策大綱」策定
「再犯防止推進計画」策定

「和歌山県男女共同参画
基本計画（第４次）」策
定
「和歌山県子供・若者計
画」策定
「和歌山県子供の貧困対
策推進計画」策定
「和歌山県手話言語条
例」施行

平成 30年
（2018 年）

改正「青少年が安全に安心してイン
ターネットを利用できる環境の整備
等に関する法律」施行
「高齢社会対策大綱」改定
「ホームレスの自立の支援等に関する
基本方針」改定
「気候変動適応法」施行

「わかやま長寿プラン
２０１８」策定
「紀の国障害者プラン
２０１８」策定
「和歌山県障害福祉計画
第 5期」策定
「和歌山県自殺対策計
画」策定

平成 31年
令和元年
（2019 年）

「アイヌの人々の誇りが尊重される
社会を実現するための施策の推進に
関する法律」施行
改正「労働施策の総合的な推進並び
に労働者の雇用の安定及び職業生活
の充実等に関する法律」施行
改正「障害者の雇用の促進等に関す
る法律」施行
「認知症施策推進大綱」策定
「児童福祉法」改正
「児童虐待の防止等に関する法律」
改正
「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護等に関する法律」改正
改正「子どもの貧困対策の推進に関
する法律」施行
「ハンセン病元患者家族に対する補
償金の支給等に関する法律」施行
改正「ハンセン病問題の解決の促進
に関する法律」施行
「子供の貧困対策に関する大綱」改定

「和歌山県犯罪被害者等
支援条例」施行
「和歌山県子ども虐待防
止基本計画」改定
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世界人権宣言
昭和 23年（1948 年）12月 10日

第３回国際連合総会　採択
前　　文 
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認す
ることは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信
仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望とし
て宣言されたので、
人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするた
めには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並び
に男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と
生活水準の向上とを促進することを決意したので、
加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進
を達成することを誓約したので、
これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも
重要であるので、
よって、ここに、国際連合総会は、
社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の
人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由と
の尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊
守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての
人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。
…

第１条
　　すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等
である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動し
なければならない。

第２条
１　すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若し
くは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別
をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
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２　さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自
治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地
域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第３条
　　すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第４条
　　何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いか
なる形においても禁止する。

第５条
　　何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受ける
ことはない。

第６条
　　すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利
を有する。

第７条
　　すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等
な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対
しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を
受ける権利を有する。

第８条
　　すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、
権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第９条
　　何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
第 10 条
　　すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っ
ては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等
の権利を有する。

第 11 条
１　犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開
の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
２　何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為
のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重
い刑罰を課せられない。
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第 12 条
　　何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、
又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又
は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第 13 条
１　すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
２　すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。
第 14 条
１　すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利
を有する。
２　この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因
とする訴追の場合には、援用することはできない。

第 15 条
１　すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
２　何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認され
ることはない。

第 16 条
１　成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻
し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚
姻に関し平等の権利を有する。
２　婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
３　家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権
利を有する。

第 17 条
１　すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
２　何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
第 18 条
　　すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教
又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布
教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。

第 19 条
　　すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受け
ることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると
否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。
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第 20 条
１　すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
２　何人も、結社に属することを強制されない。
第 21 条
１　すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する
権利を有する。
２…　すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
３　人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のか
つ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によ
るものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手
続によって行われなければならない。

第 22 条
　　すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力
及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人
格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権
利を有する。

第 23 条
１　すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及
び失業に対する保護を受ける権利を有する。
２　すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を
受ける権利を有する。
３　勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障
する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によっ
て補充を受けることができる。
４　すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する
権利を有する。

第 24 条
　　すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇を
もつ権利を有する。

第 25 条
１　すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及
び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、
老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
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２　母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出で
あると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

第 26 条
１　すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の
段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。
技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育
は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
２　教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなけ
ればならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、
寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するも
のでなければならない。
３　親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
第 27 条
１　すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とそ
の恩恵とにあずかる権利を有する。
２　すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物
質的利益を保護される権利を有する。

第 28 条
　　すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的
秩序に対する権利を有する。

第 29 条
１　すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会
に対して義務を負う。
２　すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正
当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般
の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限
にのみ服する。
３　これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行
使してはならない。

第 30 条
　　この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲
げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行
為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。
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日本国憲法
昭和 21年（1946 年）11月３日公布
昭和 22年（1947 年）５月３日施行

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれら
の子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす
恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを
決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政
は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民
の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理で
あり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚
するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を
保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から
永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。わ
れらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利
を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないの
であつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主
権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第１章　天皇

第１条　天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権
の存する日本国民の総意に基く。

第２条　皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
これを継承する。

第３条　天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、
その責任を負ふ。
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第４条　天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を
有しない。
２　天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができ
る。

第５条　皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国
事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第６条　天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
２　天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第７条　天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一　憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二　国会を召集すること。
三　衆議院を解散すること。
四　国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五　国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使
の信任状を認証すること。
六　大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七　栄典を授与すること。
八　批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九　外国の大使及び公使を接受すること。
十　儀式を行ふこと。

第８条　皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与すること
は、国会の議決に基かなければならない。　

第２章　戦争の放棄

第９条　日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動た
る戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永
久にこれを放棄する。
２　前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦
権は、これを認めない。
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第３章　国民の権利及び義務

第 10 条　日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第 11 条　国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障
する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与
へられる。

第 12 条　この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、こ
れを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第 13 条　すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の
尊重を必要とする。

第 14 条　すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は
門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
２　華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
３　栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現に
これを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第 15 条　公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
２　すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
３　公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
４　すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択
に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第 16 条　何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は
改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたた
めにいかなる差別待遇も受けない。

第 17 条　何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるとこ
ろにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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第 18 条　何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除い
ては、その意に反する苦役に服させられない。

第 19 条　思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第 20 条　信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国か
ら特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
２　何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
３　国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第 21 条　集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
２　検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第 22 条　何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
２　何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第 23 条　学問の自由は、これを保障する。

第 24 条　婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを
基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
２　配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその
他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定され
なければならない。

第 25 条　すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
２　国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増
進に努めなければならない。

第 26 条　すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教
育を受ける権利を有する。
２　すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさ
せる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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第 27 条　すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
２　賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
３　児童は、これを酷使してはならない。

第 28 条　勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを
保障する。

第 29 条　財産権は、これを侵してはならない。
２　財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
３　私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第 30 条　国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第 31 条　何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。

第 32 条　何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第 33 条　何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が
発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第 34 条　何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へ
られなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁さ
れず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷
で示されなければならない。

第 35 条　何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受ける
ことのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且
つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
２　捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第 36 条　公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
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第 37 条　すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受
ける権利を有する。
２　刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で
自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
３　刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第 38 条　何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
２　強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自
白は、これを証拠とすることができない。
３　何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又
は刑罰を科せられない。

第 39 条　何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれ
ない。

第 40 条　何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定める
ところにより、国にその補償を求めることができる。

第４章　国会

第 41 条　国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第 42 条　国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第 43 条　両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
２　両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第 44 条　両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、
信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第 45 条　衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間
満了前に終了する。

資
料
編

日
本
国
憲
法



− 97−

第 46 条　参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第 47 条　選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれ
を定める。

第 48 条　何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第 49 条　両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受け
る。

第 50 条　両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、
会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければ
ならない。

第 51 条　両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を
問はれない。

第 52 条　国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第 53 条　内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総
議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第 54 条　衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選
挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
２　衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊
急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
３　前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会
の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第 55 条　両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席
を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第 56 条　両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議
決することができない。
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２　両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数で
これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第 57 条　両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決
したときは、秘密会を開くことができる。
２　両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると
認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
３　出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載し
なければならない。

第 58 条　両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
２　両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院
内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席
議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第 59 条　法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したと
き法律となる。
２　衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員
の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
３　前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くこと
を求めることを妨げない。
４　参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて
六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと
みなすことができる。

第 60 条　予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
２　予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところ
により、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の
可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しない
ときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第 61 条　条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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第 62 条　両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証
言並びに記録の提出を要求することができる。

第 63 条　内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないと
にかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、
答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第 64 条　国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織す
る弾劾裁判所を設ける。
２　弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第５章　内閣

第 65 条　行政権は、内閣に属する。

第 66 条　内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他
の国務大臣でこれを組織する。
２　内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
３　内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第 67 条　内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指
名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
２　衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところによ
り、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決を
した後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないと
きは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第 68 条　内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中
から選ばれなければならない。
２　内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第 69 条　内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したと
きは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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第 70 条　内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集
があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第 71 条　前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続
きその職務を行ふ。

第 72 条　内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関
係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第 73 条　内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一　法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二　外交関係を処理すること。
三　条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経るこ
とを必要とする。
四　法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五　予算を作成して国会に提出すること。
六　この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、
特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七　大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第 74 条　法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署す
ることを必要とする。

第 75 条　国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第６章　司法

第 76 条　すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁
判所に属する。
２　特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行
ふことができない。
３　すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にの
み拘束される。
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第 77 条　最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務
処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
２　検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
３　最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任するこ
とができる。

第 78 条　裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決
定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分
は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第 79 条　最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で
これを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
２　最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国
民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に
審査に付し、その後も同様とする。
３　前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官
は、罷免される。
４　審査に関する事項は、法律でこれを定める。
５　最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
６　最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、
これを減額することができない。

第 80 条　下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこ
れを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法
律の定める年齢に達した時には退官する。
２　下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、
これを減額することができない。

第 81 条　最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしない
かを決定する権限を有する終審裁判所である。

第 82 条　裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
２　裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した
場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関
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する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、
常にこれを公開しなければならない。

第７章　財政

第 83 条　国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければな
らない。

第 84 条　あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定め
る条件によることを必要とする。

第 85 条　国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要
とする。

第 86 条　内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決
を経なければならない。

第 87 条　予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内
閣の責任でこれを支出することができる。
２　すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第 88 条　すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会
の議決を経なければならない。

第 89 条　公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは
維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを
支出し、又はその利用に供してはならない。

第 90 条　国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次
の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
２　会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第 91 条　内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況に
ついて報告しなければならない。
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第８章　地方自治

第 92 条　地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法
律でこれを定める。

第 93 条　地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を
設置する。
２　地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公
共団体の住民が、直接これを選挙する。

第 94 条　地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権
能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第 95 条　一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、こ
れを制定することができない。

第９章　改正

第 96 条　この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これ
を発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国
民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要と
する。
２　憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体
を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第 10 章　最高法規

第 97 条　この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得
の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国
民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第 98 条　この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及
び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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２　日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必
要とする。

第 99 条　天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法
を尊重し擁護する義務を負ふ。

第 11 章　補則

第 100 条　この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行
する。
２　この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手
続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これ
を行ふことができる。

第 101 条　この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するま
での間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第 102 条　この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これ
を三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第 103 条　この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにそ
の他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で
特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふこと
はない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地
位を失ふ。
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
平成 12年（2000 年）12月６日公布・施行

（目　　的）
第１条　この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、
人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に
関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、
国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もっ
て人権の擁護に資することを目的とする。

（定　　義）
第２条　この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵（かん）養を目的とす
る教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれ
に対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除
く。）をいう。

（基本理念）
第３条　国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域
その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する
理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の
採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければな
らない。

（国の責務）
第４条　国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）
にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有す
る。

（地方公共団体の責務）
第５条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実
情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有す
る。

（国民の責務）
第６条　国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実
現に寄与するよう努めなければならない。 資
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（基本計画の策定）
第７条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。

（年次報告）
第８条　政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策につ
いての報告を提出しなければならない。

（財政上の措置）
第９条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当
該施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。

附　　則
（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第８条の規定は、この法律の施
行の日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策につい
て適用する。

（見直し）
第２条　この法律は、この法律の施行の日から３年以内に、人権擁護施策推進法（平成
８年法律第 120 号）第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の
救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審
議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとする。
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